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日清戦争後の天皇制（2）

区丑 須 宏

第2章戦後経営

1　戦費の調達と償金の収容

　口清戦争は，日本資本主義の発展にとって，画期的な意義をもっていた。

当面，それは、戦争そのものよりも，戦後の経営がおよぼした影響におい

て，より直接的であった。この戦後経営を出チ己点において規定したものは，

日清戦争が国家財政におよぼした影響と，国家財政が資本主義経済におよぼ

した影響であった。

　口清戦争の戦費は臨時軍‘hl費4・｛三別会計でとりあつかわれ，その予算額は2

億5，000万円であったが，決算額は第2表のとおりであった。なお，特別資金

繰入れは，国庫の他部からの流用金とH本銀行からの一時借入金であるが，

戦後，償金特別会計の資金繰入れにより返済された。また，剰余金24，75・1，619

円は，明治29年度一般会計の歳入に繰り入れられた。

　緒戦3ヵ月の戦費は，国庫剰余1元によって支弁されたが，その後の巨額な

戦費は，国民経済力の未発迂なこ「1時において，これを租税その他の経常収人

にもとめることはできず，もっぱら公債の公募，預金部の公債引受けおよび

日銀からの一時借入金によって賄うほかなかった。　「換言すれば，日清戦争

はそれを遂行するに足る財政力を持たずして開始された戦争であったのてあ
　の
る。」

　戦費の中心財源をなした軍事公債は，前後3回にわたり合計2億5，000万
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　　　　　　　第2表　臨川軍事費特別会“｛収支決算額　　（単位　円）

　　収

国庫剰余金繰入

公債募集金
軍資献納金
陸軍｛血兵献納金

海軍惰兵献納金

雑　　収　　入

占領地収入
台湾・膨湖列島諸収入

特別資金繰入

合　　　　計

　　入

23　439　086

116，801，926

　　160，800

　2，210，650

　　578090
　1，519，305

　　624，425
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＊　r明治財政史』第2巻，44～50ページによる。

円を募集すると決定したが，実際に起債した額は，その半分の1億2，500万円

であった。一般に公募されたのは9，000万円，残り3，500万円のうち，1，000

万円は一時賜金の代用として交付され，2，500万円は日銀をつうじて大蔵省

預金部がこれを引き受け，特別発行の方法によった。公債公募の概況につい

ては，開戦直後の明治27年（1894）8月，3，000万円の第1回募集をおこな

ったが，応募中込額7，700万円，最高中込価格142円という好成績をあげた。

ついで同年11月，5，000万円の第2回募集をおこなったが，応募申込額9，030

万円，最高中込価格120円で，第1回にくらべて成績は若干低下した。第3

回募集は，29年3月，1，000万円を平価で発行したが，戦後のことであり，

各種事業の勃興による金融繁忙のため，応募申込額はわずかに157万円であ

った。不足額のうち，350万円は日本銀行が引き受け，500万円は償金特別

会計が買い入れて，ようやく公債収入を調達することができた。

　当時，信用制度は一応整∬llされていたが，貨幣資木の蓄積はまだ微弱であ

り，そのうえ金本位制が成立していなかったので，9，000万円という巨額の

公債募集は，金融市場にとって決して容易な負担ではなかった。そこで，政

府は，公債の募集にさいし，全国の地方官庁に内訓して一般国民の応募を促
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
さしめ，あるいは直接「資産家」「財産家」の愛国心に訴えた。また，日銀

一般貸出しの回収，日銀金利引上げの阻止および民間投資の抑制などの公債
　　　　　　　　　くり
消化促進策を講じた。かくて第1・2回の募集は，概して好成績であったが，

第3回募集にいたって，極度の募集難におちいり，2，500万円を特別発行に

よらねばならなかった。そのうえ，急激な戦費の支弁は，金融市場の供給

する貨幣資本だけてはとうていこれに応じきれず，民間において応募された

公債も，払込の延滞や不履行があいついだ。戦時9ヵ月間の宍際の公債払込

額は，わずかに3，440万円にすぎず，政府は，日銀から多額の一時借入金

（明治27｛i度2，530万円，28年度2，839万円）をもとめざるをえなかった。

　こうして，1］清戦争は，金融市場における公債の公募，預金部の公債引受

けおよひ日銀からの一時借入金によってはじめて，財政的に可能になったの

である。そして，その間に，銀行資本と国家財政の結びつきが強まるととも

に，則政の経済にたいする主導的役割が強化された。また，このような戦費

の調達方法は，銀行資本の増殖をうながし，金融市場を発達せしめたが，こ

れと同時に，戦後における見換券の急激な増発を必然ならしめ，はげしい物

価騰貴をひき起した。

　日清戦争の勃発は，明治27年（1894）にはじまる企業勃興の機運を一時中

断させたが，それだけに，戦争が勝利におわり，巨額の償金が取1．J．｝されると

なると，ここにきわめて旺盛な企業熱の再発をみるにいたった。

　山木辻雄．［1本銀行営業局長は，28年6月27日，東京府下銀行業者の懇談会

に招かれて，日銀の営業方針について，つぎのように言明した。　「平和克服

の今日に当りて，わが実業者は是非とも秩序的進取の方針を執らざるべから

ず，lll比て我々銀行業者は，此際貸出しを緩むるも損失の虞れ甚だ少なく，

又見換券を増発しても見換制度において薄弱の憂なく，又今nの如き高き金

利にては投怯的事業流そ1の気遺も甚だ少なしとすれば，吾々は社会のためま

たわか営柔のために進取主義を以て適当なる商売に融通を与へることは，今

日適宜の策なりとす。……日本銀行が漸次貸出を緩め進取の力垂1’を執るとい
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．　　　　　　　　　　 ．　．　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 rl）

ふ点については小生が責任を負ふて弦に諸君に断言する所なり。」

　かくてn本銀行は，28年7月11［1，戦争中すえ置いていた割引歩合を2厘

下げて1銭9厘とし，ついで8∫］19i」，資本金を2，000万円から3，000万円に

増資し，民間へ積極的に融通をあたえることにした。その結果，28年7月か

ら29年5月までの11ヵ月間に，毎月平均3，295万円の限外券が発行され、制

限外発行が常態と化した。また，28年7月から，生糸の輸出が急増し、貿易

はいちじるしい出超となった。こうしたことが直接の刺戟となって，株式市

場は異常な活気をしめし，それがさらに企業熱をあおり，「一時：よ国を挙げ

　　　　　　　　　　　　　　　　りて企業に狂いたったとすら感じさせた」ほどの企業勃興時代をむかえたJ

　企業の勃興は，銀行・鉄道・紡績を中心に，保険・石炭・船渠・電気など

あらゆる部門におよんでいた。「」清戦争後の企業勃興が，銀行・鉄道・紡績

を中心にはじまったのは，これらの部門が，すでに経営の基礎をかためてお

り，戦後の好況期にさいして，いちはやく顕著な収益をあげることがてきた

からであった。

　紡績業についてみると，すでに19年以降の企業勃興期をつうじて発展の基

礎をかためつつあったが，資本蓄積の低さと関連して，それが急速に発展す

ればするほど，近代的職工の不足に直面するなど，そこには労働力の完全な

支配はみられず，資本家的経営が確、㌧1したとはまだいえなかった。しかし，こ

の間に，技術面ではミュール紡機からリング紡機への転換がすすめられ、さ

らに輸入綿糸と競争するため，インド綿への原綿切捧え・20番壬以ヒの綿糸

の紡出がおこなわれた。そして26年，紡績連合会は，P・O汽船のボンベイ

航路独占打破のため一二1木郵船とインド綿積取特約をむすび，原綿問題を一

応解決した。輸出振興のための綿糸輸出税廃止ならびに綿花愉入税廃止：よ，

それぞれ27年と29年に実現された。こうして，紡績業は，大工業化を寸すめ

て農村家内工業を破壊し，輸入綿糸を駆逐して国内市場を制覇しつつ，海外

市場に進出していくのである。そして，この農村家内工業の破壊，いいかえ

れば農家経済において結合されていた農業と工業との分離の過程において，
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紡績資本確立の前提条件が形成された。ついで，戦勝の結果たる朝鮮市場の

独占と清国市場への進出によって，綿糸輸出高は激増しはじめ，30年には輸

出高が輸入高を凌駕し，紡績資本の確立をみるにいたるのである。

　しかし，日清戦争後の企業勃興は，きわめて投機的性格の強いものてあっ

た。株式会社の設立は雨後の筍のごとく，新拝業の計画さえあれぼ，会社が

成立しないうちに，ぱやくも，権利株がとぶように売れるという状態てあっ

た。こうして28年1月から29年12月までに設、乞された会社の数は3、000を越

え，公称資本金の増加は3億円，払込資本金の増加は1億4，780万円にたっ

した。朝に起って夕べに倒れる泡沫会社のたぐいを含めるならば，新計両資

本の総額は，第3表のように，実に12億7，949万円を算した。

　とくに投機がはげしかった鉄道では，起業計画のために，「参謀本部の地図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めは全く売り尽されたりと称せらるム有様であった。」　このような企業熱と投

　　　　　　　第3表　　！i清戦争後の祈日’画資本金　　　　　（単位　千lq）

年　　次　．鉄　　　　道　，銀　　　　行
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

明治2Sl　229，78・1　39，22・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，」、il　i謬一　謬：
　　　　l　　　　　　　　　l
　　30　　　　　　　70，450　　　　　　　　　　　　　57，233　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

｛「　　　【、1’　　　　　　853，460　　　｜　　　　21S，858

　　　　‘　　　　　　　　　1
（同L％一　　（58．3）　，　（1．1．9）

＊　高橋亀占ご明治大正産茶発達史」290ペーン。

諸　会　社

70，S40

264．015

334．855

57，34S

392，203

（26．8）

合　　　計

　　339，S40

　　939，650

　　1，279，190

　　184．931

　1．454．421

　　（100．0ノ

機熱は資金需要を旺盛にし，31！行の収益はいちじるしく増進した。かくて「同

輩5名相語らひ，7万円5万円少くは3万円の小銀行を設立すること当時の
　　　の

流行」となり，僻村にまで銀行の新設をみるにいたった。こうして籏生され

た銀行の大部分は，地方の弱小銀行ないしは都市の投機的銀行で，支店など

なく，資金面においても口木銀行との直接取引をもっていなかった。また，

その営業内容は，「不確実の株式又は不動産を抵当として高利の貸付を行ひ，

或は新会社の未払込株に対して将来の事業利益を予想して額面以上の融通を
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与へ，或は所謂機関銀行となりて事業会社に腐れ縁を結び，甚だしきに至り

ては自己の株主に対し，巨額なる株式融通を行ひ，以て投機を謂助しつつあ
　　　　　　　　む
るもの少なからず」という実状であった。

　しかも，講和条約の結果，清国から巨額の償金を獲得し，政府がこれを財

源に大規模な戦後経営をおこなうことになっていたので，見換券はますます

増発され，物価騰貴と投機熱・企業熱の悪循環はさらに拍車をかけられた。

　清国から獲得した償金は，軍費賠償金と遼東半島還付報償金をあわせて庫

平銀2億3，000万両，これを邦貨に換算し運用利殖高・交換差増高をくわえ

て．償金特別会計の収入総額は，3億6，451万円となった。この莫大な償金

収入は，当時の国家歳出の2．1倍に相当した。その使途は第4表のとおりで

第4表　清　国　償金　の　使　途　　（単位　円）

費 目 金 額

臨時軍事費特別会計繰入れ

陸軍拡張費
海軍拡張費
製鉄所創立費

30年度臨時軍事費運輸通信部繰入れ

31年度一般会計台湾経費補充繰入れ

帝室御料へ編入

軍艦水雷艇補充基金

敦　育　基　金

災川準備基金

　合　　　　計
　差　引　残　高

78，957，164

56，798，639

139，259，387

　　579，763

　3，214，484

12，000，000

20，000，000

30．000，000

10，000，000

10，000，000

360，809，438

　3，700．218

＊
＊
＊

明治36年3月31日現在。

残高の大半は，日本勧業銀行の債券の購入に用いられた。

『明治財政史』第2巻，288～9ページ1こよる。

ある。臨時軍事費補足分（一貼借入金および特別会計流用金の返済）をのぞけば，

陸海軍拡張費が68．3％をしめていた。

　明治28年10月6日，政府は清国と償金にかんする議定書を交換し，庫平銀
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て規定された清国償金の全額を英貨すなわち金貨に換算しておき，支払期日

ごとにロンドンにおいて受領することにした。その理由は，銀価の変動・低

落による国庫の損失と束？－P　一・般貿易の混乱をさけ，また償金を基礎にして金

本位制を採用し，さらに償金を軍艦建造費・鉄軌購入費などの海外支払基金

　　　　　　　　　　くのに充ITけることにあった。28年10月31日，第1回償金を受領したときの財政

計画では，29年から35年まてに軍艦・兵器購入代金として1億7，349万円を

海外で支払うべく予定していた。

　かくて清国償金はロンドンにおいて金貨で受領されることになったが，こ

れにはイギリスから条件がつけられていて，受領した償金を急激にEI本に現

送することはできなかった。そこで案出されたのが「償金預合法」であった。

そのため，政府は，償金特別会計法案を第10議会に提出し，29年3月4日同

法を公布した。その結果，政府は，口本銀行との貸f片契約により日本銀行を

して見換銀行券を発行させ，これを戦後経営の費途にあてることができるよ

うになった。この間の事情について，　『償金収支報告書』は書いている。

　「為換其他金銀地金等ヲ以テ本邦二輸入スルニ就テモ欧米ノ金融市場ノ景

況ヲ祝察シ到底急速二回送スルヲ得サルニ拘バラス，一方ニハ該償金ヲ以テ

支払ヲ為スヘキ費途二向ツテ急二支出スルノ必要ヲ生スルハ免レサル所ナ

リ，如此場合二当リテハ国庫ノ間ニー時融通ノ途ヲ求メサルヘカラサルニヨ

リ，政府ヨリハ償金ノ金地金若クハ英貨ヲロ本銀行へ預ケ入，口本銀行ハ之

ヲ準備二見換券ヲ発行シテ之ヲ政府二貸付シ，此借入金ヲ以テ右ノ必要二応

　　　　　トけ　
スルヲ便トスo」

　すなわち，償金預合い制度とは，政府が；コンドンにおいて清国から受領し

た英貨を，そのまま日本銀行ロンドン代理店（横浜正金銀行・ンドン支店）に

預け入れ，代理店はこれを保管し，口本銀行はこの海外代理店保管の英貨を

そのまま正貨準備として日本内地で見換銀行券を発行し，政府はこれを借り

入れて財政収入を訓達する，という一種の国際的操作てあった。一ぷこして

いえば，在外政府資金をそのまま正貨準備として，日本銀行に見換券を発行
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することを許した変則的便法であった。　「償金預合い」のほか，政府と日本

銀行とのあいだにおける償金の「利付預入れ」によっても，金為替準備形式

による見換銀行券の発行がおこなわれた。すなわち，金融市場の資金需要に

応ずるため，政府は一定期間・一定利率をもってロンドンに保有する英貨を

日本銀行に預け入れ，日本銀行はこの在外正貨を準備として日本内地で見換

券を発行し，これを貸付けた。この「利付預入れ」は，多くは輸入為替資金

に関係したものであった。

　明治29年5月，政府は日本銀行とのあいだにはじめて預合い勘定をひら

き，在外正貨580万ポンド（5，000万円）を正貨準備に繰り入れたため，かねて

から発行していた限外券は回収されることになった。また29年後半から，政

府は適時償金を国内に現送して日本銀行に預け入れ，これを市場への貸出し

に運用させたので，以後しばらくは制限外発行をみないですごすごとができ

た。しかし，在外正貨を日銀の正貨準備に繰り入れて制限外発行を避けたか

らといって，それだけ通貨が収縮したわけではなかった。28年6月から29年

12月にかけて，日銀の正貨準備は6，488万円から1億3，273万円に，見換券発

行高は1億4，308万円から1億9，831万円に膨脹した。在外正貨を準備とする

発券制度は，正貨準備の通貨にたいする調節的機能を失わせ，制限外発行の

景気の過熱にたいする制動的意義を失わせた。かくて償金の収容と預合い制

度は，通貨膨脹の有力な要因となり，物価騰貴を助長して戦後財政を破綻さ

せたばかりでなく，やがては金本位制の基礎をも動揺させることになった。

　明治30年3月29日，政府は貨幣法を公布し，10月1日をもって金本位制が

実施された。金本位制の実施は，日本資本主義の確立を示す重要な指標であ

ると同時に，当時ようやく海外市場の開拓にのりだす段階にたっしていた日

本の産業資本にとって，まさに不可欠の前提条件であった。しかし，この金

本位制が，清国からの償金により，しかも「償金預合法」という特殊な財政

的手段によってはじめて実現されたということは，注目に値する。日本の金

本位制は，国内の金準備にもとつくものではなかった。金準備は，戦争とい
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う手段によってはじめて確保された。しかもそれは，現実にはイングランド

銀行の預金であり，一定期間を経過しなければ国内で使用できないという点
　　　　　　　　　　　　　　　イロリ
では，実質的に保証準備と異ならず，「見換の本則から云ふと，余程其点に

　　　　　　ゆ
おいて不完全」なものであった。かくて厳密な意味ては，口本の金本位制は，

ロンドンにある在外正貨を準備とした金為替本位制であった。この点につい

て，高橋誠教授は，つぎのように書いている。

　　「要するに，　『償金』による金本位制は，既に19　19一紀の産業資本段階のそ

れで、よなく，第1次大戦以後一般化してくる金為替本位制の先駆をなすもの

であり，したがって帝国主義段階での金本位制の性格を有するものであると

考えられる。それは，日清戦争による日本資本主義の確立が，同時に当時の

国際的契機によって，帝国主義段階に早期的突入であったことに照応してい
刷

るといわなければならないであろう。」

　成立したばかりの金本位制は，軍備拡張と物価騰」6tによる国際収支の悪化

という事態のもとで，ただちに金の流出傾向をもたらし，崩壊の危機にさら

された。金本位制の実施によって外資導入は容易となったが，金本位制を維

持するために，その外資への依存が必然となった。また，金準備を実現した

償金は，戦後経営をとおして天皇制の軍事体fi｝｜1の強化に支出されただけでな

く，日本資本主義を戦争経済の軌道にひきこみ，その軍事的性格をいよいよ

明確に決定づけた。そして，その過程で，戦争経済による国民からのさまざ

まな収奪が強化され，日本資木主義の構造的矛盾はいっそう激化した。かく

て「『償金』をプロモーターとして進められた『戦後経済』は，それ自体の

矛盾を，二つの『反動恐慌』として現象させたが，恐慌による資木の救済，

それによる集中と集積の進行，独占の早期的形成も，また「償金』の運川に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
よって進められ，さらにあらたな矛盾を生みだす要内となったのてある。」

　以一ヒみてきたように，世界史的におくれて登場してきたn本資木主了ξは，

日清戦争の勝利i二よって飛躍的な発展の機会をつかみ，やがて産業資本の確

立をみうにいたった。しかし，ひとたび日清戦争という彪大な政府需要を経
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験し，それによってはじめて飛躍的な発展が可能になった日本資本主義にと

って，戦争終結ののちに，この政府需要の減退を意味する戦争前の経済体制

に復帰することは，とうてい不可能であった。すなわち，政府需要が資本の

発展の唯一の誘因であり，それによって資本の発展が左右されるだけでなく，

その発展がさらに新しい政府需要の拡大を要求するという，資本と財政との

相互関連が必然化された。かくて戦争経済体制を維持し，さらにいっそう拡

大していくことが，資本にとってその構造的矛盾からくる死活の課題となっ

た。　「戦後経営」の名でよばれる積極的な諸施策も，日清戦争によって軌道

をすえられた戦争経済体制を維持し，拡大していこうとするものにほかなら

なかった。そして，その過程で，軍事的専制としての天皇制国家権力とブル

ジョアジーの基本的利害の一致がもたらされるのである。

　当時，大蔵省主計局長兼総務長官の職にあって，戦後経営の財政上の指導

にあたった阪谷芳郎は，「戦争ガ終レバ，後ハ所謂武装シタル平和一『ア

ー
ムド・ピース』デナケレバナラヌ，今迄ハ平穏ノ平和デアッタガ東洋ノ政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆ
界ハ日清戦争後ハ『アームド・ピース』デナケレバナラヌ」と語った。いう

ところの「アームド・ピース」とは，戦争経済体制の維持・拡大と極東にお

ける帝国主義的分割競争への対応を意味するものにほかならなかった。そし

て，「臥薪嘗胆」のスローガンが，日清戦争の醸し出した緊張感を持続し，

戦後社会の矛盾を陰蔽して，戦後経営を遂行していこうとする政府の実に巧

みなプロパガンダとして利用された。

　かくてわれわれは，戦後経営による戦争経済体制の糸1斑・拡大の過程のな

かに，積極的に対外侵略を試みる後年の日本帝「司主義が，その原型を提示し

てくるのをみることができるのである。

注（1）藤ni武夫『日本資木主義と財政』実業之H本社．再版1956《｝t　227ページ．

　　（2）　『明治財政史」第2巻，568～9，576ページ。

　　（3）東洋繊澗；報社1ユ金融六＋9・史』378－－9へ一ジ．小了川豊；1こ郎「lb／Jk’後の績・：〒・

　　　1895fド（小汀利得編「明治文1ヒ5Wl叢Jl』第2巻，経済篇，風間、「1房，182～3ペ

　　　ージ）。
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〈4）山木達雄先生伝記編纂会『山本達雄』1951fド，187ページ以下。

（5）明石照男・鈴木憲久『日本金融史』第1巻，1958年，162ページ。

（6）滝沢直七『稿本日本金融史論』1912年，442ページ。

（7）　「孤立銀行の弊害」『東洋経済新報』第21号，明治28年6月5日。

（8）　「再び預金制の変歪；こついて」『東洋経済新報』第421号，明治42年6月25日。

（9）大蔵省『償金収支報告書』1703ページ。「賠償金受授の順序とその理由」（徳富

　猪一郎『公爵松方正義伝』仲巻，629～31ページ）。

（10）　『償金収支報告書』1957ページ。

ω　明治29年2刀5日，衆議院本会議，田口卯吉発言（『大日本帝国議会誌』第3

　巻，1616ページ）。

（12）iJJj治29年2月5日，衆議院本会議，箕浦勝人発言（同上，1617ページ）。

a3）高橋誠｛日清戦争賠償金の一〇F知r経済志林』第23巻，第2号，・93－－4ヘージ。

04　同一L，88ページ。

as）故阪谷了爵記念事業会「阪谷芳郎伝』1951年，160ページ。

2　軍　備　拡　張

　日清戦争は，上からの資本主義発展の必然的な結果である複雑な内部矛盾

を外にそらし，自己の権力基盤を維持・拡大せんがために，天皇制の強力な

主導のもとで開始され，遂行された対外侵略戦争であった。だが，このよう

な矛盾の解決方法は，たちまち国外で国際的な対立を惹起し，それは逆に国

内にはねかえって危機の要囚とならざるをえなかった。はたして，口清戦争

が日本の勝利におわると，欧米先進列強の極東分割競争は一段と激化し，三

国干渉をきっか：ナにして清国大陸の公然たる分割がはじまった。このような

情勢のただなかにあって，絶対主義権力として存立しつづけようとするかぎ

り，天皇制は，いやでも帝国主義的国際対立の一環にくみこまれざるをえな

かった。それは同時に，独占資本主義としての内部の蓄積も経済的基礎もま

だそなわっていない産業資本にたいして，天皇制権力が上から先導し術充し

つつ，これを早熟的に世界帝国主義の対立・葛藤のなかにひきこむことを意

味していた。かかる条件のもとでは，資本主義の破行的発展の結果である国
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内市場の狭陸性と外国市場への依存性を，輸出貿易の増加によって償うこと

には，おのずから限界があった。かくて経済的独占の未成熟を補うに軍事的

独占をもってし，資本蓄積の貧困を補うに勢力圏・植民地の掠奪をもってす

るという，後年の日本帝国主義の特質を形成する要因が生みだされていっ

た。この軍事的独占のための国内的準備こそ，いわゆる「戦後経営」にほか

ならなかった。

　日清講和条約調印直前の明治28年（1895）4月15日，山県有朋陸相は「軍備

拡充意見書」を上奏して，つぎのように論じた。

　「思ふに我が国は今回の戦争によりて新領地を海外に収得するなるべし。

果して然らば之を守備するが為めに，巳に兵備の拡張を要するものあり。況

んや連捷の勢に乗じ，機に投じて径ちに東洋の盟主と為らんと欲するに於て

をや。……露英仏は勿論，其他の強国と錐ども，荷くも利害を東洋に有す

るものは亦悉く其政策を一変し，其東洋に於けるの兵力を増加すべきや必せ

り。而して今や西伯利亜の鉄道漸次其工を進め，其落成将に数年の中に在ら

んとす。量に戒心せざる可けんや。」「抑も従来の軍備は，専ら主権線の維持

を以て本としたるものなり。然れども今回の戦勝をして，其の効を空ふせし

めず，進んで東洋の盟主とならんと欲せば，必らずや又利益線の開張を計ら

ざる可らざるなり。然り而して現在の兵備は，以て今後の主権線を維持する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
に足らず。何ぞ又其利益線を開張して，以て東洋に覇たるに足る可けんや。」

　こうして，山県は，陸軍編成の大要を付記し，一個師団を歩兵6連隊（18

大隊）・騎兵4中隊・砲兵3大隊・工兵2中隊・砲54門とすることを提案し

た。この上奏は，つぎの3点で画期的な意義をもっていた。第1，軍備の根

本方針を「主権線の維持」という消極的守勢的な戦略構想から，　「利益線の

開張」という積極的攻撃的な戦略構想にあらためていた。第2，公然と領土

拡張の必要をうたい，「其利益線を開張して，以て東洋に覇たる」ことを大

陸政策の基本路線としていた。第3，清国の復讐戦やイギリス・フランスな

ど東洋に利害を有する強国の兵力増加にも顧慮をはらっていたが，ロシアに
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たいする警戒心はそれらをはるかに上回るものがあり，仮想敵国を従来の清

国からロシアに変更していた。

　ついで9月，参謀本部は，山県の上奏をうけて，「陸軍々備拡張案」およ

び「陸軍々備拡張ノ理由書」を起案したが，それは，「帝国ハ自今以後独リ

留リテ専ラ内国ヲ防衛スルヲ以テ足レリトセズ，他ノ侵略ヲ受クルニ当リテ

ハ獣然起テ他ヲ撃破スルノ実力ヲ有セザル可ラズ」との理由から，「現今ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
7師団二更二7師団ヲ増加シテ全国14師国ト為スコト」を第1の急務として

いた。

　以上の陸軍拡張案に対比されるのは，明治28年末，山本権兵衛海軍省軍務

局長が西郷従道海相に提出した「日清戦役後に於ける帝国海軍の経営施設等
　　　り
に就て」であつた。これは，つぎの3点で画期的な意義をもっていた。第1，

建艦方針にかんして，「船体部の防護に比して過大の観ある砲煩を装備せる

が如き」　「我が伝統的精神」を批判し，　「船体部の防護にも……之が強堅を

増高するの必要」を指摘した。第2，ロシアを仮想敵国に想定し，「今日我国

力に相当する海軍力を決するには英国か又は露国の一国に仏国又は他の劣勢

なる一，二箇国が聯合するものとし其聯合国が東洋に派遣し得べき艦隊の程

度を予想し之に優るの艦隊を備うるを以て急務とすべきなり」と主張した。

第3，「主戦艦隊は甲鉄戦艦六隻，一等巡洋艦六隻を備えて之を編制せしむ

る」いわゆる6・6艦隊案を明確にうちだした。

　戦後経営の軍備拡張計画は，いずれもこれらの戦略構想にもとついて立案

された。そして，陸海軍ともにロシアを仮想敵国として歩調をそろえたこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び
は，この時以前にも，また以後にも例をみないことであった。

　明治28年3月，戦後経営の財政計画を担当すべく，とくに明治天皇の詔勅

によって大蔵大臣に就任した松方正義も，軍備拡張の点では陸海軍と同様の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の考えをとっていた。松方蔵相は，8月15日，「財政前途ノ経画二付提議」を

伊藤博文首相に提出し，　「是等ノ兵備ハ，大半35年ノ内二完成スルノ必要ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロハ
ルベシ」とした。この提議にもとついて，彼は財政計画の大綱を閣議に提出
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したが，その要点は，「戦後経営二伴フ経常費ノ財源二対シテハ酒造税，営

業税，登録税及葉煙草専売収入ヲ徴収シテ之二充ツルコト」，「陸海軍拡張及

製鉄所創立費ノ財源二対シテハ清国償金ノ内ヲ使用シテ之二充ツルコト」，

「鉄道及電話ノ改良二要スル経費ノ財源二対シテハ公債ヲ募集シテ之二充ツ

ルコト」にあった。この財政計画で松方がとくに強調しているのは，「国家

ノ財政ト国民ノ経済ト相須テ進ム」ことであった。つまり，増税によって

「国家ノ財政」を拡充し，財政資金の散布によって「国民ノ経済」の発達を

はかる，また，財政的に資本蓄積を促進することによって，逆に増税と公債

募集の基礎を強化する，という財政と経済の相互関連を強めるねらいをもっ

ていたのである。

　松方の財政計画は閣議の賛成をえたが，臨時議会の召集をめぐって他の閣

僚と意見樹立し・8月24・H，松方は擬を提出し椙臓大臣は迦賦

逓相の兼任となったが，松方の財政経画大綱はそのまま踏襲された。第2次

伊藤内閣の戦後財政計画は，　「事実上のr松方案』であっtESI］

　前述の戦略構想にもとづき，陸軍は，平時5万・戦時20万の兵員を平時15

万・戦時60万にする大拡張計画を立てた。その概要は，あらたに6個師団を

増設し近衛師団を拡充して，4年後には全国13個師団とする，各師団に砲兵

連隊・鉄道隊を新設し，騎兵隊を連隊編成に拡張し，歩兵1連隊の人員を増

加する，その他，砲台の建築，要塞砲兵連隊の拡張，砲兵工廠・火薬製造所

の拡張などであった。これを，財政上の理由から42年までに2期にわかって

実現していくことにし，28年12月の第9議会には，とりあえず第1期拡張計

画だけを提出した。29～34年の6力年継続事業で，拡張費4，323万円を要す

るものであった。海軍もこれに対応して，6・6艦隊を目標とする10プ」年継

続の大拡張計画を立てた。しかし，これも財政上の理由から2期にわ：ナて実

現することにし，第9議会には第1期拡張計画だけを提出した。29～35年の

7力年継涜’1」：業で，拡張費9，477万円を投じて艦艇54隻を建造せんとするも

のであった。
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　翌29年5月，海軍は，東洋の軍事情勢の変化を理由に，前述の山本軍務局

長の意見書にそって10力年計画全体に追加修正をくわえ，この修正第2期拡

張計画を同年12月の第10議会に提出した。30～38年の9力年継続事業で，拡

張費1億1，832万円を要するものであった。結局，海軍は，第1・2期あわ

せて，29～38年の10年間に，甲鉄戦艦4隻をはじめ大小艦艇94隻・雑船584

隻を建造して，総トン数を従来の5万トンから一挙に5倍の25万トンに増大

することになり，その拡張費総額は2億1，310万円にたっした。また，陸軍

も，砲台の建築・諸設備の増設など当初の計画を拡張し，あるいは完成年限

第5表　　陸　海　軍　拡張　費　総　額　　（単位　円）

陸軍拡張費 海軍拡張費

1年度1金額年度 金　　額

合 十
，

111ロ

期
期
計

ー
ウ
一

第

第
合

明治29～34　43，322，236

　　　30～36　｜38，358，595
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　29～36　，81，680，831
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

り］治・9－・35　i94・776，24Sl

　30～38　1　i18’324・72°1

　　29～38　　　　　213，100，965

ユ38，098，481

156，683，315

294，781，796

＊　小林丑三郎r財政之過去及現在』による。

を短縮して，第2期拡張計画を第10議会に

提出した。30～36年の7力年継続11il業で，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
その費額ぱ3，835万円であった。結局，陸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治
軍は，第1・2期あわせて，29～36年の8

年間に，拡張費総額8，168万円を要するこ

とになった。以上の軍備拡張計画の大要

は，第5・6：麦のとおりてある。

　第2次伊藤内閣が立案した戦後経営10力

年計画は，上記の軍備拡張を主眼としなが

ら，第7表のように，産業・交通の発展を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合
助長するための事業拡張，軍備・事業の拡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＊
張にともなう行政拡張をふくんでおり，そ　よる。

第6去　軍備拡張費各年1隻額

　　　　　　　　（単位　円）

，度1

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

計

金　　　　額

　　　39，442，862

　　　82，179，6EO

　　　63，396，124

　　　45．396，ユニ4

　　　29，3SS，555

　　　22，805，4ビ0

　　7．S24，G15

　　2．98S，670

　　　533928
　　　72，3・LS

　　294，781，796

小林丑三郎r財政之過去及現在』に
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の経費纐は7億曝万円と見積られていた・小手川豊次郎…「獺噸

国に打勝ち，他国に跨るべきの地位に立てるのみならず，将来更に欧米の一一

等国と轡を麟べて相駆逐せざるべからざるの地位となれり。鼓に於て先っ産

業の発達及新設を計らざる可らず。然るに我国元来新開の郡国なるを以て資

本に乏しく，一私人を以て悉く此希望を全ふする能はず，故に此時に当り，

　　　　　　　第7表　戦後経営計画費総額　（単位円）

軍備拡張費　　　　　　　　　　　294，781，796
　　陸軍　　砲台建築，営繕および初年度調弁，兵器製造，砲兵工廠拡

　　　　　張，臨時建築部費

　　海軍　　造船，造兵，建築費

事業拡張費　　　　　　　　　　　144，・707，・951
　　製鉄所創立費，官設鉄道建設費および改良費，北海道鉄道敷設費，

　　電話交換拡張費，電話・鉄道公債利子，専売起業費など

行政拡張費　　　　　　　　　　　　　　　347，562，852
　陸軍拡張経常費，海軍拡張経常費，軍事公債元利，軍人恩給，賞勲

　年金，威海衛駐兵費，台湾諸費，増税徴収費，勧業銀行利益補助，

　農工銀行資本補助，新諸公債費，造船・航海奨励費など

合 計 787，052，599

　　＊　小林丑三郎r財政之過去及現在』による。

　　＊　事業拡張費のうち，鉄道建設費は明治26年に計画されたものであり，これをのぞけば，

　　，新計画の事業拡張費は76，682，905円．10年計画の経費総額は719，027，553円である。

国家の保助を借らんとするもの蓋し少からざるべ凸と書いているように，

事業拡張は，極東における帝国主義的対立に即応するための，国内的条件を

準備することを目的としていた。そして，それは，天皇制権力が資本主義の

発展にたいして先導的役割を演じ，帝国主義の成立にたいし促進的機能をは

たすことにもなったのである。第7表の事業拡張費のうち，製鉄所創立費・

鉄道建設費・電話交換拡張費などは，資本主義の発達を促進すると同時に，

軍艦・兵器の自給態勢を確立するための鉄材の内地自給の実現，および軍事

輸送上の必要などによるものであった。また，行政拡張費のうち，陸海軍拡

張経常費から威海衛駐兵費および台湾諸費にいたる項目は，明らからに直接
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の軍事費であり，その費額は行政拡張費の8割にたっしていた。かくて戦後

経営は，その内容において，とりわけ軍備拡張であり，「アームド・ピース」

であった。

　戦後経営の経費を支弁するための国庫収入の拡張計画は，松方の財政計画

大綱にそって立案されたが，実際には，軍備拡張費は償金繰入れだけでたり

なかったので，その一部は公債募集と増税によることにした。結局，軍備拡

張費の大部分と製鉄所創立費および戦時残務費は償金繰入れ2億1，130万円

により，軍備拡張費の一部と官業拡張費は事業公債1億3，500万円により，鉄

道建設費は鉄道公債6，802万円により，北海道鉄道敷設費は北海道鉄道公債

1，856万円により，これを支弁することにした。そして，軍備拡張費の残部

と行政拡張費にたいしては，まず歳入超過1億4，770万円をあて，なお不足す

る分は増税にもとめることにした。増税は，従来地方税であった営業税を国

税に移し，登録税を新設し，葉煙草専売を実施し，酒造免許税を酒造税に改

正して税率を増し，条約改正による関税自主権の回復をまって関税定率法を

制定し，毎年平均3，500万円を増収する計画であった。一方，雑税整理の結

果，毎年平均1，000万円の減収となるので，純増収額は毎年平均2，500万円，

10力年累計2億5，216万円となる計算であった。かくて松方が財政経画大綱

のなかで示した「経常→増税，臨時→償金・公債」という原則は，すでに最

初からその根幹に亀裂を生じていたのでる。

　その他，財政計画でとくに注目されるのは，外債非募集と地租非増徴の2

原則である。すなわち，公債募集という場合の公債とはすべて内国債であり，

外債は募集しない方針であった。それはまた，天皇の直接の内命でもあっ

た。明治28年4月，徳大寺実則待従長から松方蔵相にあてた手紙には，　「尤

外債を起す之弊害は，……国家之不利益不待論議，此辺深く御注意相成候様

　　　　　　ゆゆ
御沙汰御座候」と書かれていた。また，松方は，「財政前途ノ経画二付提議」

のなかで，「地租ハ課税最モ容易ナリト難ドモ，農民ノ負担ヲ重クスル国家

経済上得策ニアラズ。況ンヤ我国農民ノ負担ハ既二偏重ニシテ，維新以来
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常二地租軽減ノ政策ヲ取リ来リタルヲヤ」として，地租を増徴しない方針を

とっていた。松方のあとをうけた渡辺蔵相も，「財政意見書」のなかで，松

方同様に，地租増徴を極力さけて，増税の対象を営業税・登録税・酒造税・煙

　　　　　　　　　　　　　　　　ほ
草専売の3税1収入に限定していた。かくて外債募集と地租増徴は，戦後財

政計画の破綻を意味するだけでなく，「国家ノ財政ト国民ノ経済ト相須テ進

ム」という当初の意図の破綻を意味するものにほかならなかった。

　戦後経営10力年計画は第9議会と第10議会に上程されたが，それがさした

る抵抗にも遭遇することなく容易に承認されたのは，つぎのような理由によ

るものであった。

　第1，三国干渉の衝撃は，国民に対露報復の念をもやさせた。「所謂臥薪

嘗胆は報復を意味し，またその準備を意味する。戦後経営は実に国民の時代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神なり，如何なる犠牲もこれが為に供せらるXを辞さないやうになった。」

また，新聞はたんに軍備拡張を支持しただけでなく，むしろすすんで政府を

督励した。たとえば，『国民新聞』は，「5年以内に於て，欧州最列強国東

洋海軍の2力国に対すべき海軍力を作ること，少くとも現時に倍する常備陸

軍兵力を作ること」を主張し，軍備拡張に冷淡であった改進党系の『報知新

聞』さえ，「3食を節して2食と為すも海軍を拡張せよ」と論じた。

　第2，このような対外硬論の沸騰を反映して，政党も軍備拡張を積極的に

支持した。たとえば，改進党の尾崎行雄は，「日清交戦以来，東洋の政局は

全く一変し，欧州諸列強皆な大に兵備を東洋に増加するの必要を感ずるに至

れり。彼れ既に東洋の兵備を増加し，加ふるに合従連衡の議計を以てす。我

も亦海陸の軍備を拡張し，以て此変勢に処せざる可らず。特に遼東還付の一

　　　　　　　　　　　　　　　　　
事は，大に軍備拡張の必要を増加せり」と論じた。また，自由党の松田正久

も，「若しも愛国心なるものが国民に存するものとして見ますれば，今日こ

そは其愛国心が勃然として発揮し油然として湧き出で，以て専ら富国強兵の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロカ
策に力を尽して善後の策を講ぜねばならぬ場合であらうと思ふ」と主張し

た。
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　第3，巨額な清国償金の流入は，財政緊縮の念を希薄ならしめ，それが議

会にも反映して，財政上の試決を放慢ならしめる結果をうんだ。

　第4，戦争によって財政と経済の相互関連が深まり，政府の諸事業は巨額

の財政資金を地方に散布して地方経済を潤沢ならしめ，こんどは逆に地方経

済が積極的にこれを強請することになり，議員もまた選挙区の事情に牽制さ

れて議会てこれらの要請を代弁することになり，経費膨脹を誘致するにいた
　　　　ハ

った。

　このような一般的状況は，戦後の議会に反映して，政府と政党との対抗関

係に新局面をひらくことになった。

　明治28年5月10日，遼東半島還付の詔勅が出されたのち，対外硬5派（立

憲改進党・中P進歩党・立憲革新党・帝国財政革新会・中央供楽紛は，還遼問題

朝鮮問題について決議し，政府攻撃の運動方針を決定した。しかし，国民協

会は，8JJ　9日，「国家経輪の大業を裏成し，而して後に内閣の失政を糺す

べし」と宣言書を発表し，放幟鮮明でなくなっていた。また，自由党も，7

月17日の代議士総会て，「遼東の還付は誠に遺憾なりと難も，今日は実に是

れ善後の策を施すに急なり。此事に関し，漫に争悦を生じ，以て国家の大計

を誤るは，我党の断じて取らざる所なり」と決議し，政府との捉携に傾いて

いた。

　自由党の領袖河野広中は，三国干渉の報を聞いて，　「政府と共に戦後経営

の大業を翼賛し，国家の大計を確立することが今日の急務だ。而して元勲を

政党に引入れ，藩閥を政党に同化せしめ，二大政党対立の端を開くには，今

　　　　　　　　　　ロ
日の如き機会はない」と考えた。そこで，河野は，岡崎邦輔を介して伊東

巳代治内閣書記官長と会見し，伊東ぱ河野の提携論に賛意を表して，彼を伊

藤百相に紹介した。官僚統治の新方式の必要性をみとめていた伊藤は，ただ

ちに河野の中入れに応じ，予算案や重要な法律案はあらかじめrl由党に内示

してその同意をもとめること，新たな政策を立てるときはあらかじめ白由党

と協議してその同意をもとめること，などの条件で提携を約した。かくて11
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月22日，伊藤内閣と自由党の公然たる提携の宣言書が発表された。これは，

戦後の新しい条件のもとで，「藩閥の政党化」と「政党の藩閥化」という2つ

の傾向が，同時的に進行しはじめた徴証でもあった。また，藩閥官僚が，これ

までの超然主義にかえて政党接近策をとらなければ，戦後経営のための議会

操縦が困難になるとさとった結果であり，他方，政党が，藩閥官僚と正面か

ら対抗する方針をすてて，それとの妥協・取引による新しい政治体制の実現

をめざすようになった結果でもあった。それは，かつての「文治派」内閣PO

構想が新たな条件のもとで現実化したものであり，そして，政党指導者は，

それを政党内閣の樹立にいたる捷径と考えていたのである。

　明治29年1月9日，第9議会の虜頭，政府は，戦後経営10力年計画にもと

つく29年度予算案および関連諸法律案を衆議院に提出した。野党5派は，内

閣弾劾上奏案と予算修正案をもってこれにこたえたが，自由党の与党化と国

民党の政府接近のため，いずれも否決された。Pシアを仮想敵とした6個師

団増設案は，改進党が3個師団増設を主張し，自由党と国民協会もはじめは

4個師団増設に傾き，貴族院では，谷干城・曽我祐準らが増師案に反対する

気勢を示し，一時はその成立が危ぶまれたが，川上操六参謀次長と河野広中

の奔走によって無事議会を通過した。増師計画の立案者である川上は，「日

露交戦の期は，恐く向後数年を出でぬであらう。我にして6箇師団を増設し

て之に応ずるの準備を完整ならしめざれば，東邦の平和は維持することは出
　　ゆ
来ぬ」と河野を説き，河野も板垣退助自由党総理をはじめ党幹部を説得し

て，党議を6個師団増設にまとめた。

　改進党をはじめ野党5派は，政府の増師案をもって無謀の計画なりとし，

陸軍拡張費の削減（その程度については一致せず，改進党は半減論をとっていた）

を要求したが，それは，海軍拡張費を倍増して第2期計画を速成するためで

あった。彼らのあいだにみられた軍備緊縮論も，軍備拡張そのものにたいす

る反対というよりも，戦時準備金の不足にたいする危惧の表明にすぎなかっ

の負担に任ずと難も必用
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なる軍川に充つべき準備金は一文半銭だにあることなし，其危険も亦甚しか

らずや。斯の如んば折f9］に国民の育J血を絞りて作り成したる軍隊，1，活動する
OL、

に由しなかるべし」と批判した。また，貴族院の谷干城は，軍事費のごと

き「不生産的のものに非常に偏重に金を使ふと云ふことになると，……誠に

国家のために不利益である」という経済・ヒの理由と．「此日本の島国に於き

ましては仮令常備兵を15万・20万拓へましても，……海軍に打負：’i’たときに

は何にもならない。……それよりは金は備って居り，機械も備’）て［、・1一り．極

く熟練にして何時でも変に応じられるやうな者が7万も有りましたならば、

　　　　　　　　じり
誠に結構と思ひます」という軍’川：の理山から，政府の増師計両に反対した

が，「持論として，軍備拡張すべくんば，陸軍は2箇師団増む11；こ止め，海軍

は15万噸を限り，先づ財政を整理すべしとの意見を抱いて居た。」

　これらの増師反対論は議会の大勢を制することができず，29年度r算．よ，

わずかに31万余円Guり呼算で19万，5，1［］）の削減をうけただ：ナて、義会を通過し

た。軍備拡張のため，29年度の歳計はいちじるしく増加した。歳出総額，よ，

追加了算をくわえて2億円をこえ，一躍戦前の2倍半にたっした。なかでも，

陸軍？i3，　558万円て前イi三度より2，030万円増，海軍省3，712万円で前年度より

2，340：ノ∫円増と、軍tll：費が激増し，歳出総額にしめるその割r†：よ，前年度の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しソ27．6％から43．5％へとはねあがった。まさに「我帝国財政局面一変の時期！

であり，軍国主義財政であった。しかし，4，しも自山党が政府と提1芳しなか

ったならば，「三国「渉問題は、政府の致命となり，政局は混乱し、人心の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じル統一も戦後経営も，全く緒につくことが川来なかったに相違ない、1

　戦後経営のための各匝の増税法案は，わずかな修［Eをへて寸べ・こ口∫決され

た。’iえ年度（31午度以1勧にお：ナる増税額は，第8表び）とおりであるrのち：こ

議会外てはげしい反対を浴びることになる営業税法案についても，衆議院は，

「彼の農民が独り負担を重くした所の是〔地租〕に相対して見れば、比較ヒ

公平に、最も適当なる義務i’白租税……と認めましたが故に多くの削減を加へ
の

ず」可決した。渡辺国武蔵相は，「此の増税は，皆是れ国力民力の発達に伴
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ひ随て其収入額を増加すべき強力を有する　第8表増税の内容（単位円）

都して，珊麟の発達暗なく・其一

課税の種類に於ても，最も適当なるものと

信ず」と演説して，増税計画に自信のほど

を示したが，純増収額2，640万円は開戦前

の租税総額の37．7％にあたり，増税は物価

騰貴とともに国民生活を圧迫することにな

った。とくに，当時営業税は府県の重要な

財源をなしており，府県税収入総額の約2

割をしめていた状態にあったので，営業税

登　　録　　税

営　　業　　税

酒　　造　　税

葉煙草専売収入

増税額合計
雑税廃止減
差引純増収額

6，　808，449

7，551，377

9，284，544

10，316，379

33，960，749

7，552，397

26，408，352

＊　r明治財政史』第3巻，832ページ。

＊　雑税廃止の種目は，綿花輸入税・牛

馬売買免許税・車税・菓子税・船税・

煙草営業税・醤麹営業税などである。

の国税移譲は，府県の財政に大きな打撃をあたえた。府県にたいしては，免

税点以下の零細な企業にたいする営業税の徴収と国税営業税の付加税　（10分

の2以内）を許したが，結局地方税は零細な税目を追って課税することとな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
り，いきおい細民重課をみるにいたった。また，増税の大半は葉煙草専売と

酒造税からなり，租税体系は地租中心から消費税中心にかわったので，日清

戦争後の軍国主義財政は，勤労大衆の負担を増大させ，ひいては資本の蓄積

を阻害することになった。かくて戦後の反動恐慌の襲来とともに，全国の商

工業者は，ますます過重な負担となった増税に反対するようになり，「国家

ノ財政ト国民ノ経済ト相須テ進ム」という当初のねらいは，破綻することと

なった。

注（1）徳富猪一郎『公爵山県有朋伝』下巻，241～2ページ。

　（2）伊藤博文編『秘書類纂財政資料』中巻，81～2ページ。

　（3）海軍大臣官房編『山本権兵衛と海軍』原書房，1966年，99～102ベージ。

　（4）松下芳男『明治軍制史論』下巻，有斐閣，1956年，442ページ。

　⑤　伊藤博文編，前掲書，中巻，55ページ以下。

　⑥　大蔵省『戦後財政始末報告』2－－3ページ。

　（7）松方は，施行期日の点から，10月1日までに制定を必要とする酒造税法案を提

　　出するため，臨時議会の召集を提議したが，閣議は，「支出ヲ要スルノ事由未ダ
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　明断ナラズ，陸海軍当局ノ経画未ダ定マラザルニ当リ，漠然諸税ノ法案ノミヲ議

　会二付スコトアラバ，父二倒行逆施ノ責ヲ免レザルノミナラズ，国家前途ノ大計

　ヲ定ムルニ於テ杜撰ノ識ヲ辞スベカラザルナリ」（伊藤博文編，前掲書，中巻，

　52～4ヘージ）として，これに反対した。

t8．1故阪谷子爵記念’lr菜会『阪谷芳郎伝』181ページ。

（9）小丁川111！二次［1日「戦後の経済］（小汀利得編『1／V］治文化資料叢書』第2巻，経済

　篇，　195～6－＼一ジ）。

⑩　徳富猪一郎『公五〇松方正義伝」坤巻，537べ一ジ、

（ll）．12’）伊藤博文編，前掲書，59，105ページー

（13）滝沢直じ『稿オミ｝1本金融氾前』397へ一ジ，

1山　「卜・iL己IYII⊥i－1」【リ」治28年6jj　1日。

（151　：報知新聞」明治28｛F5」］17日、

116．　『尾崎；；堂｛こ集二り14巻，375ペーシ、

（IT」　『党報』第90号，：0べ一ジ。

〔18）東洋任済新報社編「明治財政史綱』1900年，222ページ〉。

（19）河野盤州伝編纂会『河野盤州伝』下巻，1923年，3S8べ一シ。

（2Ul，鳥海靖i初期ぷ会、こおける自山党の構造と機能」『歴史学研究』；1’Y255号，1961

　；卜7月，26ヘージ。

eD　『河野盤州伝』一ド巻，416－一一7べ一ジ、

e2｝明治29年2月27日，衆議院本会議（『大1」本帝川議会誌」第3巻，1682ページ）。

（2：s）明治29f卜3月4「1，貴族院本会議（同」二，1151－－2ページ）。

C24）平尾道雄『∫爵谷干城伝』1935年，732・一く一ジ。

㈱　明治29年1JJIOH，衆ほ院本会議，渡辺国武蔵相財’政演説（『大H木帝川議会

　誌」第3巻，1474ページ）」

鋤　平野嶺夫「岡崎ナC［旧伝』ユ93Sl卜，201ヘージ。

⑳　明治29年3月5［1，衆議院本会ぷ，河島醇委員娼1別委員会報告（『大【1本帝

　1［“Yl，会誌』第3巻，1725～6ベージ）u

（2S）　（劫、二li’i］じ⊃

四　ゲi［胎雄「軍辞｛1と税金の歴史二1G6～7・べ一ジD

3　軍備拡張と資本蓄積の矛盾

　日清戦争後における資本主義経1∫初飛躍的発展のなかで，政府の保護・育

成下にある特権的資オく家とは異なった，本来の工業資本家陪級の本格的な形
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成が進行した・戦前の殖産興業の過程では，一部の特権r臓商資本が下から

の自生的産業の発展を抑圧し，本来的な産業資本家の1；P？級的形成が弱かった

のにくらべ，戦後の産業革命の過程では，企業勃興の大波に乗じて多数の中

小ブルジョアが勃興し，産業資本家の一定の層が形成されていった。これら

の新興産業資本家は，彼らの経済的支配を完成・強化しようとするかごり，

政治的にも直接の支配権を獲得しなければならない。ところが，「上力、らの

大工業化」の発端から戦勝によるその完成まで，天皇制権力がはたしてきた

先導的役割と促進的機能とは，これら新興資本家階級に独自の性格と方向を

刻印してしまった・彼らは・長Jorにわたる・境随㌧礎の拡充と淋翫・い結

果としてでぱなく，冒険的戦争とそれにつづく企業熱・投機熱の結果として

生みだされ，政府需要の増大と信用膨脹にささえられて成長してきたこそし

て，先進資本主義諸国の市民階級が経験したように，1．lj・：制権力の政治的支配

や経済的収奪を怪棺と感ずるよりも，むしろそこに，日己の世界市場への」匡

ればせの登場に道を切り開いてくれる代理人を見出したのである。

　日瀞娩後の資オ嫁1撒は・全体として，　f・F．1・1lif；の軍拡・牒に？、〈本肋讃成

し，軍事力を独占し海外進出を直接になう天皇制権力の地位と役7i－ijを承認し

た。彼らは，みずから政治権力に進出して絶対主義との対決をもとめら／t）で

はなく，むしろ，このふるい権力を利旧し，これに依存して，その冒険的投

機的事業に自己の前途を托すという方向に、おのずから傾いていった一

　しかし，このような階級対立の基本的な変化は、ただちに，絶対主義天皇

制とブノレジョアジーの利害が完全に合致し，政策的にも両者が完全に一致『・1＼

るにいたったことを意味するも・）ではない。天皇制の’州功の蜘ヒと泥ト進

出は，たしかに資本発展の誘因となるフう∴軍拡のための租税負担の増大は．

さしあたり，国内市場を圧迫し，資本蓄f，，「［の阻害要因とならざるをえない。

また，軍需品の翰入増による正貨の流出，公債募集による民間資金の吸上；ず

が，金融；匡迫に拍ll［をか：ナたことも見逃せない。かかる事情から，政府保護

下の財閥資本や軍需資本をのぞく諸種の資本家層は，軍備拡張にたいして反
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発し批判をはじめるようになった。広範な全川の産業㌘｛本家・中小商工業

都・パ餅的利割）点で政府と文拉しみ一ヂからの独川腰求をかカ、げて

起ちあがらざるをえなくなったのである。

　すでに，第9議会召集前の明治28年（1895）10月，全国商業会議所連合会

は、名古屋でひらかれた第4回連合会において，戦後経営の問題を検討し，

rい嫁ノ「肋・伴一サ・レ軍備・搬・ナスヘカラス〔 ］と滅した．軍備拡張

と増税にたいする反対が，戦後経営全体にたいする批判に発展するのは，当

然の成行きであった。翌29年3月10rl，東京商業会議所は，さきの第4回連

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り台会の決議にそって，「戦後経済二関スル建議、ll：」を政府に捉出した。

　「’抑モ国力ノ発達ニハ自然ノ程度アリ，此ノ程度ヲ超ヘテ俄カニ国民ノ負

担ヲ増加スルトキハ，遂二IIミ1カノ衰碩ヲ免ルベカラザルナリ。……然ルニ今明

治29年度以降俄然我国工蔓二課スルニ5割以上ノ増負担ヲ以テスルハ，豊国力

発達ノ程度二応ズルモノト謂フヲ得ンヤ。」「本会議所ノ見ル所二拠レバ，近

・納地搬・糠大・勃肥・・レモ…，解金銀比価変動シテ銀1面．罧

シタノし結果，其多キニ居ルト謂ハザルベカラズ。……又戦時我商工業ノ衰頽

ヲ免カレシ所以ハ，一旦支出シタル軍費ノ大部分再ビ国内二回収セラレ，通

貨ノ膨脹ヲ来シ・一綱揚二活気ヲ添ヘタ・レニ因ルモ・ト謂・・ザ・レベカラズ。

果シテ然ラバ此等ハ寧ロー時ノ現象ニシテ，国力増進ノ反応ト認ムベカラザ

・Lナリ，然ルニ是ノ如キー時ノ現象ヲ以テ前途財政規画ノ根拠ト為スハ，本

会議所ノ私二危耀二堪ヘザル所ナリ。」

　この建議ユ｝は，「国力ノ発達」の程度をこえた戦後経営が，やがて「国力

ノ哀顔」をもたらすことを危慎している。かかる危倶をさけるためには，政

治の論理を資本の論理に従属させ，軍備拡張のテンポを資本蓄積の程度に照

応させろ二とが必要であった。

出ぽミー東加ぱ会1勧桧頭は・29年川滝11・1社総会において，戦後の

過度な経済膨脹を批判したのち，つぎのように演説した。

　「想フニ是迄ノ舶：粕20迄仁間順善ク進ンタト・・云・ナカラ，商工業白身
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ノ進ミテハナク政治カラ誘ハレテ進ンタト云フコトハ争ハレヌ事実テアル。

故二今日ノ我商工業ハ所謂不覇独立ト云フ気力力少ナイ。兎角二政治ノ御供

ヲシテ居ルヤウナ嫌カアル。商売人力政事家ノ次二着クカラソレカ残念タト

申スノテハナイ。国トシテ真二隆盛ノ運二達スルト云フノハ，大二商工業力

拡張シタル有様ヲ云フノテアル。故二政治ハ常二其商工業ノ拡張ヲ助クルカ

要旨テハアルマイカト思フ。建国ノ原理ハ，政事家カアリテ軍人カアリテ商

工業者ハ之ヲ養フタメニアルト云フノテハナイ，商工業者カアツテソレヲ保

護スル為二政事家モ軍人モ要ルト云ヒタイ。……支那ト戦争ヲシタ結果，軍

備ヲ拡張セネハナラヌカラ，金力必要テ租税ヲ増スト云フ趣旨ノミテ，余リ

急進二過ルトキハ，若シモー歩ヲ誤ルト，大ナル害ヲ惹起シテ，褒メ損ヒニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　くリ
ナリハセヌカト云フ懸念カアルノテス。」

　ここで，渋沢は，政治と軍事を経済に従属させ，軍拡のテンポをスロー・

ダウンすることを要求しているが，戦後経営にたいする批判は，まだ過度な計

画にたいする一般的な批判にとどまっていた。このような一般的な批判が，

積極的な改革の要求となり，ひとつの組織的な運動に発展するためには，営

業税反対という具体的な契機があたえられ，金融逼迫の到来とともに，戦後

経営が資本蓄積にとって重圧であることを，現実に身をもって体験すること

が必要であった。

　明治29年3月，軍事公債1，000万円が利率5分・発行価格額面をもって募集

されたが，その成績はきわめて悪かった。一般応募額はわずかに157万8，500

円，最高申込価格は103円，募入平均価格は100円01銭3厘にすぎず，第1・

2回の応募状況と比較するとき，隔世の感があった（30ページ，参照）。「第3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くり
回軍事公債募集の不結果は金融の繁忙の兆漸く顕れたるもの」であった。か

くて戦後経営を資本蓄積の重圧と感じるようになり，そしてまた，第9議会

の経過から，この矛盾の解決を議会に期待できないと知ったとき，全国の商

工業者は，みずから起って独自の政治運動を開始した。彼らは，当面の運動

目標を，翌30年1月から実施される営業税の反対にむけた。そして，29年4
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月25口，博多で開催された全国商業会議所連合会第5回大会をきっかけに，

全国的規模で営業税反対運動をもりあげていった。財閥資本や政府保護下の

産業の枠外にある，中小ブルジョア層を中心とするこれらの勢力は，営業税

法の修正・租税負担の軽減をつよく政府に迫ったのである。

　第9議会終了後，西口本一帯を遊説してまわった大隈玉信は，各地の実業

家の政治的関心の高まりについて，「数年前に遊説したる際に比して出迎人

若しくは懇談会の出席者等全く一変したる……多くは実業家而かも資産あり

信用ある実業家なりし。是れ全く地方の実業家が政治と直接関係あるを覚り

　　　　　　　　に　
たるものなるべし」と語った。政府の戦後財政計画にたいする批判の声は，

三菱系の資本家・大阪地方の実業家においてより強かった。「戦後経営とし

ての財政上の計画は，大に吾実業界の信用如何によりて，其の影響するとこ

ろ大なれば，玄処実業界の政府に対する意向如何は，今日尤も注意すべきと

ころのものなり。然るに聞くところによれば，実業界の中心とも云ふべき大

阪は，是までより種々直接の影響を感じて，伊藤内閣には余り信川を置かず，

万事疑心暗鬼を生ずれば何彼と控日勝となり，兎角捗々敷経済上の発述を促

がさざるのみならず却て戦勝の余威，一時1大に発達膨脹せんとせし計画すら，

中止絶滅せるもの多きより，是等実業家との干係尤も深き東京の大資本家に

は，大にこの前途を憂ひ，実業の振1乍に就て種々苦心奔走し居りて，伊藤内

閣と実業ぷとの問に更；こ一層円滑に，互に相信じて以て戦後経営の第一事務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けたる実力充実の実績を’吉げしめんと，迎動しつつありと云ふものあり。」か

くて営業税反対運動1二，伊藤内閣の戦後経営にたいするブルジ三六アジーの抵

抗てあり，ブルジョアジーが全国的規模で組織されて政治闘争の舞育に登」あ｝

してくる第一歩であった。そして，そのさい，財閥大資本家の役割ば，政府

と実業界のあいだにたち，中小ブルジコア日を誘導して政府との円満をはか

ることにあった。

　第9議会閉会前の29年3月1「1，改進党をはじめ野党各派iSl合li：Jして進歩

党を結成し，（1）政務改革・五任内1昆1の完成，（2）外政刷新・国権1広張，（3）財政
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整理・民業発達，の3大政綱をかかげた。議会終了後，伊藤内閣は明治30年

度予算の編成難におちいり，渡辺蔵相は公債募集の失敗の責をおって辞意を

表明した。伊藤は，井上馨の斡旋によって，陸奥外相（5月30口辞任）のあと

に大隈を，渡辺蔵相の代りに松方を入れようとした。しかし，板垣内相（4

月14日就任）が大隈の入閣に強く反対し，松方も単独入閣を拒絶したので，

8刀28日，辞表を提出し，内閣の瓦解をみるにいたった。

〔補　注〕

　　大隈入閣問題がおこったとき，河野広中は，大隈と提携して藩閥と対抗するよう

　板垣の説得を試kたが，板垣はこれを拒絶した。また，伊藤は，辞職にさいして，

　自由党に内談せず単独で行動した。この経験から，河野は，「提携内閣1の限界を

　悟るにいたった。彼は，伊藤内閣にかわる松隈内閣にたいしても，「其組織の聯立内

　閣に属するの一事に因りて，必ず前内閣の末路に類するを信ぜんとす、縦へ進歩党

　にして果して政党内閣を確立するの一捷路として，内閣と提携せりとするも，其党

　員を以て議員の多数を制する能はず。之が為めに其力能く内閣の政策を左右するに

　至らずして，遂に藩閥元老の為めに利用せらる1・・に終らん。若し然らざれば，政見

　の衝突を生じて分裂を来すを免れざる可し」とみていた。そして彼は，財政を整理

　し，軍備を拡張し，外交を刷振して，東洋の和平を保障するという「方今の最大急

　務」を達成するため，「政界刷振の精神を作興し，自一｝三自立の人士を糾合し，他の元

　老に碕頼することなく，自党の独立能く議院を制し，内閣を組織するに足る一大政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　党を樹立せざる可らず」として，進歩主義者の大合同をはかるべく板垣を説いた。

　しかし，彼の意見は板垣の容れるところとならなかった。そこで，彼は，国民的大

　政党の樹立をめざして政党合同運動に従事すべく，白由党を脱党した．2年後の在

　野大合同のはしりであった。

　　自山党を脱党した河野は，まず東北7州の大団結をはかり．しかるのちこれを広

　く天下におよぼし，国民的大政党を樹立しようとしたJ30fド5月L’9i1，仙台に大会

　を開いて「東北同盟会1を結成したのは，実にその第…歩であった。彼の脱党理由

　の…半は，自山党の基盤が西南日本に偏していたことにあったか，東北同盟会の結

　L隻は．たん、二地方的利益の擁遊をH的とするものでばなかった一東北7州の大団結

　．∴「川力は特に西方に傾きて東方∴軽く」，「庶般の権力，皆西方に偏｝石：にして東

　方に偏軽‘という「半身不随の病態1に治1ホ」を施して，「国家の活力を統・一」し，

　川と‘』・金力と金力・人種と人種の3大競争の働二あたり，宇内に輸磁を決する，

　という脈絡のなかで主張されていた、そして，「1〔の病根の伏在する所は，藩閥に
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勧⊥「｛嫁病ありて之れカ；靹を施さんとせば・Eしく其根喀・之を苅除せざ

る可らず1と論断されていた。かくて東北同盟会：よ，2大綱領として藩閥打破・政

界刷新をかかげたが，それはいずれも，「国民をして相率ゐて戦後経営に忠実なら

しむる」，将来おこる3大競争にそなえるための国内改革，「方今の最大急務1を実

現するための必要前提として，主張されていた。かくて必然的に，国内の政治的改

革＝絶対主義天皇制のブルジョア的改革は，排外主義と海外膨脹ならびに他民族の

抑［Eによって，制限されざるをえなくなるのである，

　fJJJ治29年9月18口，第2次松方正義内閣が成立した。長閥と自由党にかλ・

って，こんどは薩閥と進歩党との連立内閣であった。進歩党をひきいる大隈

は，外相として入閣し，首相の松方とともに内閣の中心勢力となった。この

とき松方と大隈を捉携させたのは，三菱の総師岩崎弥之助であった。弥之助

は．松方の懇望をいれてn本銀行総裁に就任し，松隈内閣を側面から援助す

るとともに，「弥太郎以来三菱と因縁の深い大隈重信を，薩長政治家と結び

　　　　　　　　　　　ゆ
つ：ナることに努力した。」当年の段階における財閥三菱の理想は，政党と藩

閥の融合による安定した政治体制の実現にあった。そのころのブルジョアジ

ー の勢力について，雑誌r太陽』は，つぎのようにいう。「伊藤内閣は金融

社会の円満をはからず，さてこそ，実業祉会に信用厚き松方伯，外交に敏腕

の聞えある大隈伯の入閣を希望し，両伯入閣と伊藤侯の退引已むべからざる

の勢となれり。されば実業界はrl清戦争ありしより，大いに旧来の面目を一

新し権力を政治上に試み，思いのままに伊藤内閣を更迭して松方内閣組織を

　　　　　　　　　　　　　　ゆ見るに至りしものというべし。」この評価は，あたかもブルジョアーが政権

を左右するかのように誇張しているが，松隈内閣の主導権は，藩閥の武断派

たる薩派ににぎられていた。しかし，資本家たちが，財政・経済政策に発言

権を強めることによって，国政全般にも強い影響をおよぼしはじめたことは

否定できないし，また，財閥大資本家が，藩閥の巨頭や政党の領袖と結託し

て，直接政僚の移動に介入しはじめたことは，注目に値するdi：実であった。

　彼らブルジョアジーが松隈内閣によせた期待は，財政整理であった。29年

秋から、株価の暴落・銀！fの取付けがあいついで起り，経済界が不安におお
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われるとともに，財政整理の声はますます高まった。かかる情勢のもとでは，

政府と実業界とのあいだを取りもつことを任務とする財閥大資本家も，中小

ブルジョア層の要求をある程度代弁しなければならなかった。渋沢栄一は，

11月21日，帝国ホテルに開催された全国商業会議所第1回臨時連合会の席で，

つぎのように演説した。「此経済ノ事二関シテハ，勉メテ国家ノ施設ト商工

業トノ進歩力，共二権衡ヲ得テ聯歩併進致スコトヲ望ムノテコサイマス，語

ヲ換ヘテ申セハ，讐ヘハ陸海軍ノ軍備ハ大イニ進ムケレトモ，商工業二致テ

ハ衰微スルト云フカ如キ，……総テ不権衡ノナイヤウニ致シタイ」，「元来，

商工業ト申スモノハ至テ平凡ナモノテアル，其分子ヲ引分ケテ見マスtzハ極

メテ俗事ニシテ，又至テカヨワイモノテアル，併シナカラ之レカ相集ツタカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ，随分強イモノト申シテモ宜シイト考ヘラレマス。」

　しかし，実業界が期待した財政整理は，実現されなかった。翌30年1月，

政府が第10議会に提出した明治30年度予算案は，歳出入ともに2億3，900万

円をこえ，前年度と比較して，歳入et4，goo万円増，歳出は5，600万円増であ

った。歳計膨脹の最大の原因は，「陸海軍の第1期計画に引続き，第2期の

予算を提出」したことにあった。陸軍省経費は5，921万円で2，363万円増，海

軍省経費は7，681万円で3，969万円増であり，軍事費の比重は43％から49％へ

と加重された。その他，台湾総督府特別会計を設置して一般会計から巨額の

補充をおこなったことも，大きな原因であった。

　この30年度予算は，大体において，前内閣が編成した予算をそのまま踏襲

したものだったので，自由党もしいて反対することはできなかった。わずか

に，償金を台湾経費の補充に当て，第1期軍備拡張費の財源を公債と増税に

もとめたことに，反対しただけであった。進歩党は，財政整理の不充分さは

「前内閣財政素乱の余弊を受けたるに起因すと認むるが故に，仮すに時日を

以てし，来る31年度迄に之れが整理を為さしめんが為に，大体に於て，本年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
度の予算を賛成すべし」と党議決定し，政府予算案を支持した。かくて財政

整理の期待はむなしく消えた。そればかりでなく，軍備拡張の財源を公債の
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増募にもとめることにより，「国防は財政と相待つと云ふことは出来なくな

ってしまって」，「遂には是は軍備拡張の財源を澗らすに至る」恐れさえあっ

た：そのため，貴族院では，軍備緊縮をとなえ，予算案を修正する動きがおこ

った。すなわち，貴族院予算委員会は，曽我祐準の提議によって，3，000万円

の歳出削減と同額の公債募集の見合わせを決議し，7名の委員をあげて政府

と交渉したが，政府はこれに応じなかった。そこで，曽我と谷干城らは，天

皇に上奏してその目的を実現しようとし，軍備緊縮上奏案を提出したが，69

対82をもって否決された。曽我・谷らは，「交渉は破れ，上奏も成立たぬと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロカ
すれば，是れは是れに服従するより外ない」として，軍備拡張を是認した。

かくて30年度予算案は，わずかに1万7，458円の削減をうけただけで，ほと

んど政府原案通りに議会を通過した。

　こうして，戦後経営の全計画は議会の協賛をえたが，実施にうつされるや，

はやくもその矛盾を露呈して当初の計画に蹉鉄を生じた。「恰かも日本丸とい

ふ大船が順風に帆を揚げて方に世界に向って出帆しようという時に当って，

我が財政は又しても意外な暗礁にその進航を磯げられねばならなかった。」

その直接の契機は，明治30～31年の戦後反動恐慌にあったが，より本質的な

原因は，軍備拡張の資本蓄積にたいする重圧のなかにあった。戦後経営は，

資本蓄積の程度と一致せず，物価の騰貴を促して既定計画に齪顧をきたし，

戦後財政の破綻をまねくにいたった。「時代精神は全く経済的関係に圧迫せ

られて巳むなくも曽て時代精神によって計画せられたる戦後経営は変更しな

ければならなかった。」

　明治30年に入ると，経済界は沈滞の一路をたどった。6月14日・8月11

日・10月23日とあいつぐ日銀の公定歩合引上げによって，民間の金利はしだ

いに高騰し，金融は日増しに閉塞の度をくわえた。下半期から，金本位制実

施の影響と上海向け為替相場の騰貴のため，綿糸の対清輸出が停頓し，大阪

地方紡績業の不況は深刻になった。さらに，9月から，凶作のため米価が急

騰し，長野・富山・新潟・福島・茨城・山形の各県に米騒動が勃発した。こ
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の米騒動は，23年の場合とちがって，最初の大規模な労働者運動をともなっ

ていた。そして，10月に入ると，各地に株価の暴落・銀行の取付け・会社の

倒産があいつぎ，資本主義的恐慌がはじまった。輸出減退・輸入増加のうえ

に，正貨流入を促してきた償金の受入れも一段落したので，11月から，正貨

は出超に転じた。恐慌期の貨幣資本は企業の維持と救済に動員され，金融市

場はつねに繁忙あるいは逼迫状態にあったので，政府の財政需要に応ずる余

裕はなかった。かくて戦後財政の破綻は，拡張費の膨脹とその反面における

公債募集の杜絶・増税収入の減少となってあらわれた。公債募集の杜絶は，

特別発行となり，償金の繰替え支弁となった。公債の特別発行は，それだけ

預金部・償金部の資金を政府が吸収することになり，間接的に，金融市場に

圧迫をくわえることになった。

〔補　注〕

　　物価騰貴は政府の戦後財政計画を膨脹させたが，膨脹は事業拡張費においてとく

　にいちじるしく，当初計画額1億4，471万円にたいして，実際の拡張費は2億7，736・

　万円にと倍増した。軍備拡張費は2億9，478万円の計画が3億1，296万円に膨脹し，

　行政拡張費も軍備拡張費・事業拡張費の膨脹にともなって膨脹した。しかし，拡張

　費の膨脹とは逆に，増税収入は不況のため計画額をはるかに下回った。30年度は増

　税額のすべてが徴収されたにもかかわらず，実収額は計画額を200万円も下回った。

　また，30年度は6，876万円の公債募集を予定していたが，実際の募入額は4，390万円，

　にすぎず，しかもことごとく預金部・償金部の引受けによる特別発行であった。

　戦後反動恐慌の勃発とともに，ブルジョアジーの戦後経営にたいする批判

は，過大な軍備にたいする一般的な批判，軍備と商工業との連歩併進の要求

から，一歩すすんで軍備縮小の要求へと発展した。渋沢栄一は，30年12月，

「財政及経済上方今ノ急務」と題して，つぎのように語った。「惟フニ此レ

等〔財政の膨脹〕ハ軍備拡張二基因スルモノナレハ，此ノ有様ニテ進行セハ，

向後トテモ更二増加スルトモ恐ラク減少スルコトアラサルヘシ。……要スル

ニ，商工業ノ力即チ富ノ程度ト国費ノ割合ガ果シテ適当シテ居ルヤ否ヤト云

フニ，我国ハ其生産力二比シ軍備ノ過大ナルハ事実争フヘカラサルナリ。故
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二今ロニ於テ，務メテ軍備ヲ縮少スルノ方t；1’ヲ採ラサルヘカラス．然テ・一レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び
ハ 商工業ノ発達ヲ川害ス・レノ止ムナキニ至ラン。］これを1年前の彼の演説

とくらべるとき．軍備拡張にたいする危惧の念ははるかに切実てあり．批lql

ははるかに具体的であったt：経済不況のもとて’，実業界の指南番をもって任

じる渋沢は，ある程度、産業資本家・tlr小ブルジョア層の要求を代弁し．㌔川一

ればならなかったのである。

　このようなブルジ・アジーの要求｝こもかかわらず，蜘ぱ｝P父後経営を旦延

させることはできなかった。松方内閣；よ，明治31年度0）予算編り駕期をむか；it

て，たちまち予算の編成難に｝sちいった。31年度は，’jl：業拡張費の膨脹と民

間事業保護費の増力【1のため、台湾経費を特別会計として除外し、新規【」－1：業費

1，500万円を繰り延べても、なお一一般会計に1，732万円の歳入不足を生じた。

そこで，蜘r∫は，地《IB・よひ酒税の増徴による2，500万円の増臨1画をたて

た。ところが，この地f且増徴が，薩派と進ソこ党の対“／1を爆発させ．ひいてlk

内閣瓦解の原因となった。

　地租増徴は，すでにはやくから予測されており，進歩党も，はじめは1地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しり租を増徴する代りに一iil1ぷ費を国庫に移せばさしつかえない」という方針に

傾いていた。しかしその間に恐慌が勃発し，経済界の財政整川にたいする

要求が高まった。進具歩党も，「我党の方針とノ（差なし」として，松方内1しし」の

政策を支持しつづ：ナる訳にはいかなくなった，／

　第10議会終ゴ後・進歩党のおもだった党員は，あいついて次官・局長・県

知’ll：となり、または］ヲi設の勅任参’▲｝：官に！r川されて，薩派と進歩党σ）連xTrl内

閣は，長派と白由党〔ノ）提携内閣より一歩すv；’一んで，政党勢力の天皇制機構1ノ〕

部への浸透という結果をもたらした，りしかし，松方首相が薩派に左祖したの

vC’t閻内のゴ導権は［・；謙に握られ，7i－9；y（改革・財政灼・い論り三会のn【時

重などの新政綱は，容易に実施ざ｝しなかった、，こうなると，進歩党も，内

閣の踏台となって地租増徴を支援することをきらい，にわかに政府にたいし

て批判的となった。そして，閣内では，武渕派の疏幅1・丙之助陸相・樺山資紀
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内相と大隈外相の対立が激化した。「大隈伯は一旦地租増徴の議を承諾した

りと云ふにも拘らず，30年10月20日，地租増徴を行はんと欲せば，先づ内閣，

を統一せざるべからずとの新議を提出せり。是れ即ち世の所謂る伴食大臣を

退治せんとするものにして，其の極彼の有名なる10月22日に於ける首相官邸

の会議となり，破れて大隈外務邸の会議となり，夜の12時にる至るも決せず

…… 内閣は益々混乱を極めたり。」大隈が地租増徴に反対したのは，この年

の凶作が進歩党の地盤である東北地方においてとくに激しかったからであっ
　　
た。10月22日，進歩党は常議員会をひらいて，異分子淘汰・内閣統一，予算

再調査・増租中止，非立憲的動作の禁止・憲政済美などを決議し，その実行

をせまったが，松方首相はこれを峻拒した。かくて進歩党は，10月31日の代．

議士総会で内閣との提掲断絶を決議し，就官者全員に辞表を提出させた。大

隈外相も，11月6日に辞職した。

　松方は，進歩党との提携断絶後，純薩派内閣を組織しようとし，あるいは．

大臣の椅子を餌にして自由党と提携しようとしたが，いずれも失敗におわっ

た。松方内閣は瓦解寸前であった。12月24日にはじまった第11議会で，自由

党・進歩党・国民協会の3派から不信任案をつきつけられて，翌25日衆議院

を解散し，その日のうちに総辞職した。

　松方内閣の瓦解の原因について，進歩党の田口卯吉は，つぎのようにい

う。「松方内閣は営業人の人望を失するに際し，株式所持人も亦之に反対す

たる金貨本位は1円金貨を2円に通用す

貴するの割合にてありき。物価騰貴すれ

からざるものなり。況んや償金預合の如

き種々の方法を用ひて見換券の流通高を

，金融非常に必迫し，公債株式非常に下

凡て時価より高価なるものとなれり。去

口し，困難の余り終に委員を設けて松方

。而して其の結果松方伯より日本銀行を
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して金利を引上げしめざるの言質を取りたりと難も，別に株式騰貴の方策を

聞くを得ざりしのみならず，爾来株価は益々下落の一方に傾き，殆んど底止

する所を知らざるの有様なりしかば，株屋連中は終に従来の素行に反し松方

内閣に対して反対の意向を蓄ふるに至れり。是に於て進歩党は松方内閣に背

けり。是れ松方内閣が之を重用せずして，却て之を以て地租増徴の踏台とな

　　　　　　　　　ロさんと為したればなり。」

　「営裳人」ばかりでなく「株屋連中」までも，松方内閣に叛旗をひるがえ

すにいたったことは，注日に値する事実であるが，このことをもって，進歩

党の提携断絶・内閣瓦解の原囚とするのは，かなり誇張した評f面である。と

いうのは，進歩党は，すでに陸軍拡張の半減論をすてて6個師団増設に賛成

しており，財政整理についても，なんら具休的な構想をもっていなかったか

らてある。広範な中小ブルジョア層は，租税負担の軽減・軍備拡張の｛IPJ限と

いう独白の要求ををかかげて政治の舞台に登場したが，大地主・財閥資本家

の利害によって基本的な制約をうけている既成政党に，みずからの利害を浸

透させることはできなかった。口清戦争後，政府と政党の妥協・提携がすす

むなかて，既成政党をつうじて，彼らの経済的要求を政治的次元にたかめて

いくことは，きわめて困難であった。かといって，みずからを独立の政治勢

力に結集し，自己n身の政党を結成して，独自の政治運動を展開しうるほど

に成長してもいなかった。結局，彼ら中小ブルジョア層は，全体として財閥

系大ブルジョアの政治的指導下におかれ，また既成政党をつうじて，みずか

らの要求実現をはかるほかなかった。したがって，彼らの要求も，屈折して

政治己程にあらわれることになった。

　中小ブルジョア層の運動が高まってくると，これまてはある程度まで彼ら

の要氷を代弁していた渋沢栄一も，その主張をかえはじめた。経済界の前途

について，彼の見通しはきわめて力三観的であり，すでにこの点で，中小ブル

ジョア川と見解を異にしていた。「何トナレハ……昨今ノ状態ニハ従来屡々

遭遇セシ処ニシテ，実業家ノ堪へ難キ程ニアラサレハナリ，思フニ匹人ノ懸
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念スル恐慌ナルモノハ襲来スルノ虞ナカラン，但烈シキ投機的’1喋家若クハ

例ノ虚糖流ヵ・俄分限タラントシテ其山力外レタ・レ為メ，必スーX’困難二陥

ルモノアラン，蓋シ這般ノ蹉鉄シタル，彼ノ春ハ暖ク冬ハ寒キト同一理勢ナ

リト云フ外ナシ」と。経済界の行き詰まりも，「投機的‘1深家」「虚業者流」

の破綻にすぎないというのである。ただ，「営業者其責ナキニアラスト難モ，

主トシテ政府財政ノ膨脹実二其原動力」とみていたので，そのかぎり一C・，財

政整理を要求したにすぎなかった。彼がこれまで軍備拡張を批判してぎたの

は，「戦捷ノ結果，必スヤ軍務当局者ハ大二軍費ヲ要求スルナラン，而ンテ

此ノ事タ・レ不可ナルニアラサレトモ，若シ拡張ノ度ヲ過7．・［1寺…国家縮川溶

易ナラサノレ次第ナレハ，実業家ハ健全ナル意見ヲ発表シテー方ノ分銅トナリ，

1卿力節制スル所アラシメンコトヲ期シタルニ外ナラ」なかったeそして、さ

らに，「予ハ国運ノ進歩二伴フ政費ノ増加ヲ承認ス・レモノナリ、……］　ltg・：・ノ

政費節減ヲ主張スルハ，全ク国家経済ノ前途ヲ虞フルノ誠意二外ナラス、然

ルニ政党政派ノ内閣攻撃ト殆ント其川朔］ヲ同ウシタル為メ，時二邪推セラル

　　　　　　　　　　じり
Xハ甚タ心苦シキ所ナリ」と弁解していた。かくて渋沢は，中小ブノレジョア

層が政治の舞台から後退し，調停・媒介の必要が減退するとともに．より率

直なかたちで自己の主張をおこなうようになるのである。

　かつての民党である自由党と進歩党も，いまでは天皇制政府と同一の1．1的

をめざし，それを実現する方法・手段のうえで政府と争うものに変質してい

た。これ以後，政局の中心は，戦後経営の実施方法とくにその財源をめぐる

争いに移っていった。伊藤・松方の両内ll三1が政党に提携をもとめたのは．戦

後経営の完遂のためであったが，そのことが，いまではかえって政府危機を

惹起する原因となった。進歩党が松方内閣との提携を断絶するにいた・、たこ

とは，間接的には，中小ブルジョア層の要求を反映していたが，より直接的

にぱ，地租増徴への反対と政権分与にたいする不満によるものであ・）た。し

かも，政権分与の要求は，政党内開の樹．、71にいたるための当面の課題として

提起されていた。このような政党の要求に屈することは，政治権力を議会と
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政党による実質的制限の外におくという，絶対主義の政治原理を危殆ならし

めるものであった。かくて第2次松方内閣の倒壊は，戦後経営の完遂と「帝

　　　　　　　　　ゆ
室内閣の名実を厳立」することとの矛盾，天皇制政府にとっての新たな政治

的危機を意味していたのである。

注（1）竜ll｝1社『青渕先生六寸’fド史』第2巻，1900f｝三，775ページ。

　　（2）伊藤博文編『秘書類纂財政資料』中巻，117～20ペーン。

　（3）lk’　ITEI社，前掲書，第2巻，737～9ページ。

　　（4）滝沢直L－『稿本日本金融史論」485ページ．

　（5）　『報知新聞1明治29年6月61コ　，

　（6）　『国民新聞」明治29年6月2日。

　　（7）河野広中の1脱党主意lt‡」，明治30年2月15n　（河野盤川伝編纂会∴・・1野盤州

　　伝』下巻，449ページ以下）。

　　（8）り1治30年10月，東北同盟会における河野広中の演説（同上，45Sペーン以｝’　）。

　　（9）三宅晴輝・栂炸義liSE「三井・三菱・住友』1953年，要呂房，116べ一ジ。

　　⑩　『太陽』第3巻，第7号，明治30年4月5日，221ページ。

　　（10竜11V社，前掲書，第2巻，743ページ以下。

　　⑫　明治30　tf－　1　Jj　19　il，衆議院本会議，松方首相兼蔵相財政演説　（『大H本帝円議

　　会誌』第4巻，314～5ヘージ）。

　　｛13）明治30年2月15【1，衆議院本会議，栗原亮一一発言（同Il，351～3ペー∴、

　　（ID　大津淳’郎『大［1本憲政史』第4巻，701ベージ。

　　U5）明治30　fF　21116H，衆議院本会議．二i　Jec＝行幹発言　（『大n本帝日議会誌∴∬4

　　　巻，363～4ページ）。

　　‘16．i（13）に同じ、

　　｛17）明治30年13月1611，貴族院本会議，曽我祐準発言　（『大1．1本帝国議会誌二｛∫4

　　　巻，164～5べ一ジ）．

　　t18｝故阪谷子爵記念＄1‘業会「阪谷芳郎伝』199t・一ジ，

　　側　滝沢直七，前掲苫，405へ　ジ、

　　釧　竜門社，前掲占，第2巻，747～8ページ。

　　C）1｝　前ln蓮川『星亨伝』1948fl’，292ページ⊃

　　⑳　塩島仁吉・柳沢泰雨『二十ヒ八年戦役後の財政及経済」312ページ，

　　㈱　徳富猪一郎『公爵松方正義伝』坤巻，656べ一ジ。

　　¢0　田口卯吉「松方内閣の顛覆」（『鼎軒IHpgp吉全集』第5巻，39S～9・一ンノ。

　　倒　渋沢栄一「縦済時事談」明治30∫｝三12月（竜門社，前掲書，第2巻，75：3べ一ジ
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　以下）、

倒　二報矢［噺聞』明治30flq21129日。

4戦後経営の破綻

　明治31年（1898）1月12日，第3次伊藤博文内閣が成立した。伊藤内閣の

課題ぱ，増税によって財政危機を打解し，戦後経営の完遂をはかるとともに，

政党勢力の伸張に抗して，天皇制政府の専制的支配を擁護することにあっ

た。伊1蜘よ，かかる課題にこたえるため，「出来得る限り，藩閥の分子を去

り．各元老一致の下に広く後進有為の政治家を挙げ，一方には政党政治家た

る大隈板垣を其の政党より抜き，所謂挙国一致の内閣を組織し，時代の進運
　　　，　　、　〔ll

ににぜん」とした。

　伊藤は．まず大隈亜信に外相として入閣するよう交渉したが，大隈は総選

挙を日前に控えて内相を希望し，なお進歩党のために百要な3大臣の椅子を

要求したので，交渉不調におわった。ついで伊藤は，板垣退助に入閣を交渉

したが，板垣もみずから内相となることを要求したので，これまた折り合わ

ず，一転して超然内閣として出発せざるをえなかった。

　組閣途上のもうひとつの難関は，蔵相の人選にあった。伊藤ぱ最初，岩崎

弥之助口銀総裁に交渉したが，弥之助は，「昨年大隈伯辞職に際し，伊，隈，

板の三角同盟を図りて成らず，旧腹松方内閣の瓦解するや，大石，犬養等の

諸幕下を指揮し自ら大磯に出陣し，予ての理想たる三角同盟を現実にし，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドのて自家の根帯を堅くせんと頗る力めたるも，其の計画遂に成らず」という従

来の経過から，蔵相就任を固辞した。当時，すすんで財政整理の任にあたろ

うとする者などいなかった。渡辺国武のごときは，蔵相就任に応じないのみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はエか，「逆しまに伊藤の興起は其時機にあらず」という右様であった。いよい

よ窮地に溶ちいったとき，伊藤の親友井上馨が蔵相就任を承諾し，ようやく

難閃を切り抜けることができた。伊藤は井上に入閣を懇請したさい，「自由
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にかれの所信を行わしめるという諒解の下に，承諾を得たのであった。それ

故に二の第3次伊藤内閣は，事実上，井上内閣と言ってもよいぐらいで，伊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の藤は井上に首を貸しているという状態であった。」

　閻僚の人選がおわった1月10日，伊藤の奏請にもとづき，「時局に対処す

べき方策二を審議するため，宮中に伊藤・山県・井上・西郷・大山・黒田の

6元勲をちつめて，御前会議がひらかれた。その席上，伊藤は，三国干渉以

来危急に瀕せる東洋の形勢を詳述し，さらに，「内地ノ事情ハ政海已二紛渚ヲ

極・・各党派只自党ノ利ノミ是レ争ヒ，眼中国家ヲ存ス・レモノナ久官吏社

会’・内閤ノ変動常ナキカ為二，且政針ノーYEセサル為メニ彷！皇顧呵適従スル

所ヲ知ラ＋ルモノノ如シ。経済社会ノ情況ハ，戦後無算ノ発達ヲ期シ，為二

過大ノ膨脹ヲ来シ，莞二其ノ計画二対シ，資本ノ応スヘキモノナシ。故二外

国ノ資本ヲ輸入シテ，以テー時ヲ弥縫セント云フノ外，何人モ商工業ヲ継続

増進セシムルノ策ナキモノノ如シ」と時弊を指摘し，r此際二於テ，知ラス

識ラスノ間，人心ヲ収撹シテ，一国ヲ陶冶セントセハ，……独リ聖明ナル陛

下力，祖宗社稜ノ為，躬行以テ之ヲ処スルノ外ナシ。而シテ機二臨ミ変二応

シ，大猷ヲ翼賛シ，之力翌理ヲ誤ラサルヲ謀ルハ，臣力責任ナリ。……伏シ

テ願クハ陛下臣二許スニ，臣力社稜ノ為メニ画策奏請スル所ヲ聴ill勺シ，之力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り実行二支障ナカラシメ，以テ此危急ノ秋ヲ救護スルノ聖断アランコトヲ」と

陳奏した、すなわち，伊藤は，財政計画変更の必要をみとめて，軍備拡張と

資本蓄ぴの矛盾を外資導入によって一時弥縫し，戦後経営を完遂しようとし

たのである。そして，天皇の聖断と元勲一致の支援を背景とし，政党の抵抗

を排除して逆にこれを体制内に1釧致しつつ，このような転換を成し遂げ，天

皇制の！∫制rl勺支配を維持しようとしたのである。天皇は伊藤の奏上をことご

とく百納し，諸元勲もこれに賛同したので，伊藤はあらためて組閣の大命を

拝受した。かくしてはじめて，第3次伊藤内閣の成立をみたのである。

　伊荻内nlよ超然内1］封として出発したが，実際には，政党の支援なくして，

伊藤の指摘する時弊を救療することはできなかった。また，自山党も，総選
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挙対策のうえから，政府との提携を有利としていた。かくて伊東巳代治農商

務相の奔走により，両者のあいだに，「朝野和衷して国事に尽痒する」とい

う了解が成立した。伊藤は，2月6U，板垣・林有造・片岡健吉・松田正久

らを首相官邸に招いて一夕の宴をぱり，その席上，「立憲政治の完成を期せ

んと欲せば，野に在りては白由党諸君の力に待たざるべからず，朝に在りて
Cel

は不肖博文之に麿らん」と，所信を披歴して肝胆相照の実をしめし，自由党

は，その返礼として，3月1口，伊藤以下各大臣を紅葉館に招待して饗応し

た。しかし，戦後経営の完遂と専制の擁護を使命とする伊藤にとって，政党

との提携は無条件でなければならなかった。それは，「巳に百輩と自由党の

諸君と一致する以上は，諸君が無条件を以て現内閣を援助せられ，而して』『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ輩亦た之を歓迎するも固より至当なるべし」という，ri由党招待会における

伊藤の演説にもしめされていた。当然，自由党は無条件支持に満足せず．や

がて朝野和衷・肝胆相照は破綻するにいたった。

　3月15口の総選挙の結果，自由党は第1党となり，板垣の入閣を要求し，

伊藤ぱ4月13　11の閣議にそのことをはかった。ところが，伊東農商務相，二白

由党との前約履行のため板垣の入閣を極力主張したが，井上蔵相は自由党と

の提携に絶対反対をとなえて譲らなかった。他の閣僚も意見区々にして一致

せず，結局，伊藤が井上の意見を容れて，板垣入閣はとりやめになった。窮

地におちいった伊東は翌14「1辞表を提出し，1：1由党代議士会は18日政府と・り

絶縁を決議した。

　朝野和衷破綻の直接の原囚は板垣入閣問題にあったが，より根本的な原因

　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
は財政問題と政権分与問題にあった。

　第1の財政問題について，井上は松方の戦後財政計画に批判的であり，そ

の財政政策は縮小方針・消極主義といわれていた。井上は，4月28口、大蔵

省で佐々友房・元田肇ら5名の国民協会代議士と会見し，戦後財政計画につ

いてつぎのように語った。「若し予をして今より2・3年早く財政の局に当

らしめたならば，或は過大の計画をなさず，縮小の方針を採ったかも知れ
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ぬ。併し’k’業を拡張した今「1ては，財政拡張の基礎（よ既に定まってゐる。例

へばそ北よ家屋の建築にえi手し，その工事半ばで之を縮小しようとしても不

可能てちる如く，到底真の縮小はなし得られぬことである。故に当初の計画

は飽くまて之を遂行する積りであって，傍ら財政を整理しようと思ってゐる

が．今日に於ては既に各省の経常費は最早普通歳入を以ての支弁は困難な状

態にち乙，……或は32年度以降に於て増税の止むを得ぬやうになるかも知れ

ぬ、之等のことに就いては目下訓査中であるが，兎に角一時姑息の策を弄ぶ

が如ご二とは断じてせず，国家永遠σ）財政基礎を定めようとしてゐるのであ

ると

　井上ば・明治31年度追加予算の編成にあたり（31イ1・度13議会触散のため予算不

成㌧前1ド度予算を施行），軍備拡張計画の一部を翌年度に繰り越し，鉄道・

電話などの継続事業の一部を肖lj減中止して，特別会計をふくめ4，700万円の

歳出削減をおこなった。そして，三井集会所における財界有力者との経済懇

談会で，この歳出削減は，「妄りに膨脹してゐるこの事業を整理するために

不生産的の事業を延期し，経費の節約をなし，そして先づ生産的の事業を発

達せしめようとしたまでであって他意はない」と説明し，彼の財政計画が縮

　　　　　　　　　　　　　　　ロの小方針てあるという世評を否定した。しかし，白由党は，このような井上の

財政計画に真向から反対した。自由党は，白己の某盤を培養するために，巨

額の政府事業費を地方に散布することを要求し，拡大方針・秋極主義を主張

していた。4月19口，自由党本部は捉携断絶の声明書を各支部に発したが，

それには，「又財政に於ても其整理を為し，之れが基礎を確立するの望ある

や否や疑なき能はず，特に陸海軍拡張計画を変更し，且つ交通機関の発辻を

遅緩ならしめ，又た一般経済に於て主として消極の方針を取るものX如し。
（u’‘

是れ我党の薮に伊藤内閣と提携を断つ所以なり」と書かれていた。

　第2の政権分与問題について，白由党は，第2次伊藤内閣と提携したとき

の経験から，板垣入111の交渉にさいして，「今日直に純然たる政党内閣とな

す能はざるべきも，漸次此方針に依て提携の歩を進むる事」，具体的には，
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「次官並に高等行政事務に参与する者を挙げて入閣者の選択に任されたし」

と要求し，「此問題に於て一致せざれば，仮令入閣するも到底提携の実を行
　　　にハ

ひ難し」と主張した。政党にとって，政府との提携は，あくまでも政党内閣

にいたる階梯だったのである。しかし，このような政権分与の要求は，当然

政府の拒絶するところとなった。この点について，白由党本部の声明書は，

「現内閣の施政は宜しく，歩一歩，政党内閣の方針に向って進行すべきもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　くゆなるに，其近状は反て退歩の事実を認むる」と書いていた。

　以上ふたつの問題は，日清戦争後に，藩閥政府が直面しなければならなか

った課題をしめしていた。伊藤が朝野和衷に期待したものは，戦後財政の再

建と専制の擁護との同時的遂行であったが，政党はこれに，地方基盤の培養

と政党内閣への漸次的移行とを期待していた。したがって，朝野和衷は，な

んら政府と政党との矛盾の解決にはならなかった。かくて伊藤内閣は，当面

政党との対決をさけながら，戦後財政の再建に主力をそそぐことになった。

しかし，そのことが，かえって天皇制の専制的支1肥の基礎を動揺させること

になるのである。

　当時の政府財政は，「物価の騰貴は意外にも普通歳出の増加を促がし，金

融の必迫は公債歳入を抑制し，公債の抑制は償金の流川を拡張し，償金流用

の拡張は軍備拡U2の事業を阻害し，公債支弁の事業と償金支弁の事業とば並

進の調歩を失ふて互に相交叉し，戦後経画の主眼は予定の如く進行せずし

　　　　　　　　　　　　　　　　　トリ
て，早や既に普通行政費の財源にも苫し」むという，まさに破局的状態にあ

った。財政蛍理はも：よや一刻の猶了もできなかった。井」：蔵仙i／k，5j］10｜｜，

財政意見を閣議に提出した。それぱ，政府財政にかんして，償金の流用二よ

り歳計の不足を弥縫する一時のやり繰りηミを排斥し，「臨時事業費ハ既二迎

大ニシテ財政ノ）【tl一礎ヲ危殆ナラシムルヲ以テ，総テ既定ノ頷二止メ，将］ミ之

ヲ増加シ，更二公債ノ増募二依ルガfllキハ深ク戒メ之ヲ為ザルコト」，’3む

をえない’」㍑○）拡張ば増税によってこれを遂行すろ、という事業縮小策をと

っていた。　また，民間径済にたいしては，「日本銀行ノ金刊ヲシテ市場ノ金
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利ト略高低ナカラシメ，各銀行ノ日本銀行二依頼シ，金利ノ差ヲ益セントス

ルノ念ヲ去リ，銀行業ノ改良ヲ計リ，口本銀行ヲシテ自然二保証準備ノ発行

額二制限ヲ加へ，正貨ノ輸出ヲ防ギ，進デ之ヲ海外ヨリ吸収スルノ途ヲ執ラ

シムル」，という信用収縮策をとっていた。井上の財政意見は閣議の承認を

うけ，第12議会に提出されることになったが，あいつぐ経済界の救済要求の

まえに，その実現をはばまれた。

　明治31年にはいって，反動恐慌の影響はますます深刻化した。29・30年と

2年つづきの凶作のため，米価の騰貴はいちじるしく，4月からはアメリカ

の不景気のため生糸の輸出不振もくわわり，この月の輸入超過は戦後の最高

を記録した。清国償金の受領もたえて，正貨の流出が月々に増進し，日銀の

正貨準備はかろうじて見換券発行高の3分の1を維持する有様であった。1：1

本銀行は，2月9日と3月14日の2度にわたって金利引上げをおこない，公

定歩合は2銭4厘と戦後の最高をしめした。銀行界に不安と警戒が高まり，

市中金利は騰貴の一路をたどった。かくて31年上半期は，金融逼迫のため，

公債株価の下落・会社の倒産があいついだ。そして，4月19［iの久米次銀行

の休業をきっかけに，政府の救済措置を要求する運動が高まった。大阪では，

すでに前年末から，紡績業者をはじめ大阪商工協会が救済運動をはじめてい

たが，31年になると，東西の実業家・商工団1イめミそれぞれの救済策をもJ）て

運動にのりだした。

　大阪財界を代表して片｝1「植温（［派生命閑ll靴IOは，4月はじめから再度

上京し，伊藤首相と井一ヒ蔵相に，大阪の実業家ことに紡績業者の窮状をtt）・・

たえ，救済方法として，勧1艮による工茉救済貸付と公債∫【（入｝n｝☆び日銀の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷり金利を引き上げないこと，の3つを提案した。また，一η；の実業家＼⊃n、屋連

は，野党の議員と交渉し，白由党の板垣前総理をかついで，外資捻ノ」剛ll王会

の組織運動をおこした。同盟会は，「外国債を起し，先づ幹線に属する私設

鉄道を買一ヒげ，固定して居る所の資本を変じて流動資木に供『行二ことを芭

図していた。これらの実業家は，渡辺洪基（北浜銀行狽取）を委n長として経
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済研究同志会を組織し，’5月13日，「外資を輸入して経済界を救済せんとす

ることは本会の目的なるを以て鉄道国有にせよ，公債償還にせよ，其他何等

の方法手段に依るに拘らず機宜を制して救済の本旨を達すべし」との意見書

を政府に提出した。同じぐ5月，東京商業会議所は内国債1億円の償還を政

府に建議し，大阪商業会議所は外債募集による内国債償還と地租増徴を，京

都商業会議所は鉄道買収を建議した。かくてなんらかの団体または実業家が

あつまれば，救済策を主張しないものはない有様となった。

　これらの建議・意見書は，恐慌の分析と救済策の内容において若干の差異

があったが，「諸論ノ帰着スル所同一ニテ，皆政府ノカヲ仮リ大二外資ヲ輸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
入シ之ヲ民間二撒布センコトヲ主張スルモノ」であった。要するに，「果実

の美ならんことを望む」ならば，「根幹」である資本主義経済を培養し，「国

力の充実を謀らざる可らず」として，政府の政策基軸を資本主義的利害にお

くことを要求し，当面の不況救治策としては，政府財政を媒介にした信用の

膨脹により金融を緩和し，苦境を脱しようとしていたのである。そして「軍

備の如きは宜しく国力に伴ふて拡張せらるべきなり」として，戦争経済体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けの維持強化を資本主義の発展に即応させることを要求していたのである。し

たがって，経済界の不況が救治され，財政整理の緊急性が遠のくにしたがっ

て，軍備拡張にたいする批判も当然後退することになるのである。

　こうした経済界の救済要求は，政党と政府にも影響をおよぼした。第12議

会の冒頭，進歩党の加藤政之助は，「財政及経済に関する質問書」を提出し，

「政府が出来るだけの手段を施して，此欠乏したる所の資本を供給し，此非

常な高き利子を適当に引下げ」ることを要求した。政府内では，農商務大臣

に就任した金子堅太郎が，野党に呼応するかのように，「日英商工同盟論」

および「外資輸入論」を熱心にとなえていた。

　政府もなんらかの救済策をとらねばならなかった。井上蔵相は，4月，（1＞

政府は鉄道の買収および公債の募集をおこなわず，（2）勧業債券500万円の発

行を政府が引き受け，この資金により勧業銀行をして工業会社救済貸付をお
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こなわせる，（3）日本銀行をして1，500万円の予定で公債買入れを実施させ，

民間資金の疎通をはかる，（4）日本銀行の金利は今後引き上げない，と決定し，

経済界の救済にのりだした。

　勧銀の救済貸付についてみると，5月から8月にかけて総額237万円の貸

付がおこなわれたが，地域的には大阪が圧倒的に多く124万円，業種別では

紡績業が7割以上の163万円をしめていた。この救済貸付によって，勧銀の

融資はいちじるしく工業にかたよった。そして，31年7月から，営業方針に

工業貸付の規定が拡充され，いっそう詳細かつ具体的となった。とくに，国

家的目的が強調されるようになったことが注目される。すなわち，貸付対象

は，「其業体国家経済上有益ノモノ」で，「固定資本二巨額ノ資金ヲ要スル事

業」に限定されていたが，しかし，その製品が「世界競争物二係リ輸出入上

重要ノ地位ヲ占メ，直接間接国家ノ保護ヲ必要トスルモノ」には，流動資本

にたいしても，その「都度特二調査ノ上貸付ヲ為スコトアル」旨を規定して

いた。

　つぎに，公債買入れについてみると，4月19日から10月10日にかけて，総

額3，870万円の公債が買い上げられたが，これは，「日本銀行による公開市場

　　　　　　が
操作の印1矢」であった。

　この救済措置は，当時としてはかなり大規模なものであったが，経済界の

要求には程遠いものがあった。井上蔵相は，「巨額ノ資金ヲー時二散布スル

ハ，物価ノ騰貴，金利ノ激変，輸出入ノ不平均，正貨ノ輸出，起業心ノ再興

ヲ促シ，得策ニアラズ」との判断から，鉄道国有と外資輸入は「救治策の一

手段」としてとらない方針であった。しかし，この方針は，救済措置をすす

めるなかて，事実上崩壊するにいたった。

　すなわち，政府の救済資金は，償金未使用額の流用と手持公債の売却金に

よってまかなわれたが，後者は，30年6月，大蔵省預金部所有の5分利付軍

事公債4，300万円を，サミュエル商会を中心とするシンジケートに売り渡し

たものてあった。これは，既発内国債の外債転換であるが，結果的には，外
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債募集によって内国債を償還したのと，なんら変りなかった。こうして，外

資の流入によって正貨準備の減退を阻止し，金本位制の危機を回避すること

ができた。しかし，外資の流入は，通貨を膨脹させ，投機を助長することに

なった。

　このように，当時としては大規模な救済措置がとられたところへ，5月に

は，償金残額1億1，643万円が一時に皆済されたこともくわわって，公債価

格は騰貴しはじめ，株式市場もようやく回復をみるにいたった。さらに，豊

作の見込がしだいに確実となり，金融も多少緩和して，31年秋には，経済界

もようやく愁眉をひらくにいたった。

　明治30～31年の恐慌は，金本位制の実施・上海市場の逼迫・米価の騰貴・

米西戦争の影響を直接の誘因としていたが，戦後の企業勃興を完全に逼塞さ

せ，信用をまったく杜絶させるほど激烈なものではなく，32年の「第2次好

況の時代」に継続しており，33～34年の恐慌がこれにとどめをさしたもので

あった。この恐慌において，もっとも打撃のひどかったのは大阪地方の紡績

業であり，その他の部門がうけた打撃は比較的弱いもので，したがって部分

的であった。また，紡績業の打撃も，主として金本位制の実施による対清為

替の騰貴，その結果としての綿糸輸出の不振によるものであった。この恐慌

を契機として解散ないし合併になる会社がかなりあらわれたが，それらの多

くは，1万錘程度の小規模で経営内容の悪いいわゆる泡沫会社であり，また

それに融資していた弱小の地方銀行ないし都市の投機的銀行であった。その

ため，30～31年の恐慌は，「小恐慌」「株屋の恐慌」ともいわれ，信用恐慌ま

たは金融恐慌にすぎないかのようにみえる。しかし，株価暴落・金融逼迫の

根抵には，資本主義的生産過程の撹乱・停滞があり，恐慌の内部的・本質的

な原因が，日清戦争後の急激な資本家的企業の拡張にあったことは明らかで

ある。

　日清戦争後の経済発展を概観して，およそつぎのような特徴を指摘するこ

　　　　　け
とができる。



日清戦争後の天皇制（2）　　75

　第1に，戦後における日本経済の発展は，海外市場をめぐる先進資本主義

諸国とのはげしい競争のなかで，遂行されねばならなかったことである。こ

の競争に打ち勝つためには，なによりも資木の競争力を強化することが必要

であり，政府は工業立国・貿易立国の政策をすすめたのであるが，資本蓄積

の低さを克服する余裕はなく，また保護関税政策をとることもできなかった

ので，それはもっばら財政的手段に訴えるほかなかった。かくて財政資金の

散布による信川の膨脹にささえられて，急激な資本家的企業の勃興をみるに

いたった。しかし，欧米列強の帝国主2隻的領⊥分割競が極東に集中しつつあ

るなかで海外市場に進出するには，商品輸出の競争力を強化するだけでぱ不

可能であった。武力を背景とする海外丁日場への強行的進出，そのための軍備

拡張が必要であった。軍備拡張を主眼とする戦後経営は，資本の国際競争力

を間接的に補強する意味をもっていたが，財政而からの直接・間接の資本の

競争力強化策のために，国民の負担は加重され，国内市場の狭旙化をもたら

した。国内市場の狭艦化は対外膨脹のしわ寄己であるが，膨脹した生産力の

はけ口は海外にもとめるほかないので，それは逆に海外膨脹の必要をいっそ

う増大させた。こうして，輸出振興は至上命令となり，国内市場の拡大をか

えりみる余裕さえなくなる。この場合，国内市場の狭i溢性に照応する低1了金

は，かえって輸出増大のための武器に転化させられる。戦後の反動恐1紐ぷ｝

糸輸出・生糸輸目1の不振を直接の契機としていたのも，このようなn本資木

主義の海外市場への弓葺渡の依存性のためで3うったっ

　第2に・戦後の反動恐［；Cは，このような目抱与沐主．：’ミの｛㍑i］〔冴盾の堀し

であった。恐慌の真の原pqは，資本のy二剰ぶ積すなわち資イ9の過乗［川産二あ

る。資本の過剰生産というのは，資本として機能できる生産手段の過剰生Fξ

以外のなにものでもない。そのさい，過度のlii用と投㍑は，個々の資本家の

蓄積の限界をこえて，生産の規模を拡大し発展せしめると同i・5・に，資本主義

的生産過程の提乱と停滞，恐慌や資本の破壊をさらに激化し促進する。信川

制度の崩壊は，再生じi三過程の現実の停㍑：と；覧乱、したがってまた再生産つ現
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実の減少の序曲にすぎない。30～31年の恐慌にさいし，政府による経済界の

救済措置がとられたことは，過剰な資木を整理することなく温存し，恐慌の

要因をより内部に深化させることになった。かかる方法で恐慌の打撃を回避

し，その発展を維持することができた資本家にとって，政府信用をつうじて

銀行の信用創出力を拡大し，ますます信川を膨脹することが，みずからの生

存の条件となった。したがってまた，過剰資本の淘汰と財政整理の課題は忘

れられ，戦後経営と軍備拡張にたいする批判1。後退せざるをえなかった。か

くて資本家階級は，すでに敷設された戦争経済の軌道にそってすすみ，そこ

に利殖の道を見出すようになるのである。

　第3に，信用膨脹にささえられた急速な資本主義経済の発展は，軍備拡張

の要求と国際収支の不均衡という事態のもとて，正貨の流出傾向をもたらし，

金本位制を崩壊の危機にさらした。金本位制採用によって外資導入は有利と

なったが，金本位制を維持するためには，その外資への依存が必然となっ

た。もともと日本の金本位制は，国内の金準備によらず，清国からの償金の

受領によって実現されたものであった。その償金の受領が底をつき，資本強

化のための輸入が増大して，金本位制の基礎が動揺したとき，償金にかわっ

てこれをささえたものは既発内国債の外債転換であり，つぎにくるものは外

債の発行でなければならなかった。こうして，口本資本主義の構造的矛盾は，

その軍事的性格とともに従属的性格をもまた確定したのである。すなわち，

国内市場の狭隣性のために，海外市場への要求は増大したが，海外市場て

欧米の先進諸国と競争するには，資本の蓄積はあまりにも低く，したがって

また競争力も弱かった。戦後における資本主義経済の急速な発展は，このよ

うな国内市場にたいする資本の蓄積過剰と，海外市場との関連における蓄積

低位との矛盾のなかで，遂行されねばならなかった。そして，戦後の経済成

長は，それが急速であり高度であればあるほど，輸出振興のための為替相場

の安定という課題との関係において，たえずティレンマにISちいらざるをえ

たかった。このディレンマの一応の解決と資本蓄積の低さの補充，したがっ
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てまた資本の競争力強化に役立つものは，当面，外債募集による巨額なケ瞭

の輸入以外になかった。

　こうして，30～31年の恐慌後，経済界の要求は，外資輸入に集約されてき

た。しかし，外資輸入は，経済界の矛盾をかえって将来に拡大し，33～31年

の恐慌をもたらすことになった。そして，2度の恐慌を経過するなかて，資

本の集積と集中がすすみ，帝国主義的対外膨脹への要求が現実化してくえ・）

である。このように，30～31年の恐慌は，H本資本主義の発展途1：で一大転

機をなしていたが，同時に戦後経営の面でもひとつの画期をなしていたのて

ある。

　第1に，井上蔵相は，償金の繰替え支弁による弥縫策を排斥していたか，

現実に31年度予算を執行するにあたり　（31年度は議会解散のため予算不成立，歳

出・歳入ともに2億円をこえる行政予算を編成），歳出1，379万円の追加予算を編

成し，歳入不足の補唄のため，1，426万円の償金繰臣え支弁をおこなわねば

ならなかった。

　第2に，31年度までの公債未募集額は，累計1億6，300万円（うち31年度、k

5．000万円）にたっしていたか，国内一般市場における公債募集は当分見込が

なかった。そこで，政府は，償金特別会計の資金をもって一時繰替え支弁

し，のちに時期をみて外債を募集しこれを返債する方針を決定して，償金特

別会計法改正法律案・償金特別会。卜資金一il』繰目支弁に関する法律案・鉄道

公債事業公債及び北海道鉄道公債を外国に於て募集する場合に関する法律案

を第12議会に提出したが，議会解散のため3法律案は成、1／1しなかった。

　第3に，政府は，32年度予算の編成にさきだって，台湾諸経費・航海：；乏励

および航路拡張費・公債償還・監獄費国庫支弁・羅災救助基金・物価騰貴等

にともなう経常費の増加・条約改正宍施にともなう新事業費のため，3，500

万余円の歳入が不足すると予測して，増税法案を第12議会に提出した。伊藤

内閣の増税計両は，地租・所1！］税・酒税の増徴により3，160万円，鉄道・電

信の増収により360万円，合計3，520万円の歳入増加をえて，歳出入の均庇を
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はかろうとするものであった。松方内閣の増税計画に比して1，000万円の増

加をみたのは，公債償還額と経常費を増加したためであった。公債償還額を

増加したのは，「目下の金融逼迫を緩和」すると同時に，外債募集の必要を

見越して，「外国市場に於ける本邦公債の信用を厚ふする」ためであった。

また，予算編成にさきだって特別議会に増税法案を提出したのは，酒税の納

期が1月であったのと，償金特別会計資金にはすでに繰替え支弁の余裕がな

くなっていたので，32年度も増税案が成立しないときには，「歳計の不足は

公債に依るの止むを得ざるに至るべく。年々公債を以て歳計の不足を補ふと

きは，財政の基礎を薄弱ならしめ，国家の信用を破壊し遂に救ふべからざる

に至る」からであった。

　このように，政府が戦後財政計画を根本的に変更したことは，松方が当初

に示した「経常費→増税，臨時費→償金・公債」「地租非増徴・外債非募集」

という財政政策の破綻を意味するものであり，あわせて戦後経営のはらむ矛

盾を露呈したものであった。rr戦後経営』の当初において『国家ノ財政ト国

民ノ経済ト両ナカラ相須テ進ム』ことをはかり，『増税・償金・内国債』の

鼎のうえに築かんとした『戦後経営』は，戦後に相ついで勃発した反動恐慌

のなかにもまれて，『増税・償金・外国債』という異った鼎のうえにすえか

えてゆくこととなったのである。」この「増税・償金・外債」のトリオにこ

そ，その資本蓄積の低さを外資によって補強しつつ，積極的に対外侵略を試

みる後年の日本帝国主義の出発点を見出すことができるのである。また，そ

れがもつ矛盾をも明確に摘出することができるのである。
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